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ま　え　が　き

　信託法務研究会は、令和 ４ 年 ４ 月に、法学者と実務家が共同して、信託法務の総合的検討を
行うことを目的として発足した。
　本報告書は、信託法務研究会で令和 ４ 年度に取り扱った ３ つのテーマに関する議論を取りま
とめて収録したものである。令和 ４ 年度においては、福祉型信託における代行者にかかる制度
設計、アメリカの撤回可能信託と日本の遺言代用信託商品の対比、信託業務における電子署名
の利用の検討をテーマとして取り上げた。各テーマについては、実態に即した研究を行うため、
想定事例を策定して法的問題についての検討を行った。
　本報告書の作成にあたっては、研究会において各テーマについて担当の研究者メンバーと実
務家メンバーが報告を行い、メンバー全員による議論を行った上で、さらに研究会において取
りまとめの方向性について審議し、報告書案を作成するという手順が取られた。
　本報告書が今後の信託に関する研究と実務の発展のために広く役立つことを心から望むもの
である。

信託法務研究会　　　
座長　道垣内弘人

信 託 法 務 研 究 会 報 告

（令 和 4 年 度）

令和 5 年11月

一般社団法人　信託協会
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福祉型信託における代行者にかかる制度設計
―信託法上の受益者代理制度と民法上の代理との違いに重点を置いて―

１．　はじめに

　高齢社会における金融機関の商品・サービ
スとして、近年では複数の信託銀行や信託会
社（以下「信託銀行等」という）から認知症
対策のための福祉型信託商品（1）が提供されて
いる。この福祉型信託商品は、例えば、顧客

（委託者兼受益者）が、判断能力が十分にあ
る段階で金銭を信託するとともに、顧客本人
に近しくかつ顧客本人が信頼をする第三者を
代行者として指定し、判断能力が低下した後
は、信託銀行等（受託者）が代行者の求めに
応じて介護費や医療費等を支払うというもの
である。
　従来、福祉型信託における代行者は、民法
上の任意代理人として位置付けられてきた。
代理制度に類似した信託法上の制度として受
益者代理人（信託法138条〜144条）があるが、
受益者代理人は、年金信託・投資信託・受益
証券発行信託などでの利用が主に想定されて
きたからである。すなわち、受益者代理人に
ついては、㋐年金信託や社内預金引当信託の
ように、受益者が頻繁に変動するためにその
固定性を欠くような場合、㋑単なる投資の対

象として受益権を取得した受益者が多数存在
する場合。㋒受益証券発行信託において、無
記名式の受益証券が発行され、当該証券が
転々流通する場合などでの利用が想定されて
きた（2）。こうした信託では、「受益者が迅速
かつ適切に信託に関する意思決定や受託者の
監督を行うことについて困難を伴ったり、そ
もそも各受益者がこれらの事項について十分
な関心を有していないこともあり得る上に、
受託者の側からしても、受益者に対して信託
の利益（配当）を給付したり、信託の変更な
どの意思決定をする上で、受益者を逐一把握
することは必ずしも容易なことではなく、多
額の費用を要することにもなりかねない」こ
とから、受益者代理人を選任しておくことが
受益者と受託者の双方の利益になると説明さ
れる（3）。これに対して、福祉型信託は、委託
者兼受益者が特定の個人であり、受託者の側
に受益者を把握することの困難があるという
わけではない。このように、受益者代理人の
制度が設けられた当初に想定された利用目的
とは異なるために、福祉型信託において受益
者代理人の制度が使われなかったものと考え
られる。



信託法務研究会報告（令和 4 年度） ―　　―5信託296号 2023.11

　しかし、受益者代理人選任のための要件に、
受益者が頻繁に変更することや多数にのぼる
ことが必要とされているわけではない（4）。こ
のため、委託者兼受益者の判断能力が認知症
等により低下したため、本人自身で信託に関
する意思決定や受託者の監督をすることに困
難を伴うといった状況に対処するための信託
において、代行者として、受益者代理人を用
いることも可能である（5）。
　本稿では、想定事例を置いて、福祉型信託
商品における代行者について、制度設計を検
討するうえで問題となりうる点を整理した上
で、代行者が受益者代理人である場合と任意
代理人である場合の違いや、それぞれの場合
で考えられる手当てについて若干の検討を行
うこととしたい。

２．　検討の前提

⑴　想定事例
　顧客Ａが、その親族Ｂの支援の下、信託銀
行が提供する次の福祉型信託商品を利用する
事例を想定する。
　＜信託の概要＞
　委託者および受益者：顧客Ａ（自益信託）
　受託者　　　　　　：信託銀行
　信託財産　　　　　：金銭
　信託の設定方法　　：信託契約
　信託の目的　　　　：信託財産である金銭

を本人の生活資金、
医療費、介護費等の
ために利殖し、その
支払に充てることに
より、本人の生活の
安定に資すること。

　信託財産の交付　　：信託契約の定めに従

い、受益者は、予め
受託者に対して定時
定額の金銭の交付を
指示することができ
るほか、信託契約の
全部または一部を解
約することにより金
銭の交付を請求する
ことができる。

　代行者の指定　　　：受益者が判断能力を
喪失した場合の権限
行使にかかる代行者
として、親族Ｂを指
定する。

　判断能力の判定　　：受益者が判断能力を
喪失したことの判定
は、代行者または受
益者から、本人の認
知症診断書を受託者
に提出することによ
って行う。

　信託の終了　　　　：委託者兼受益者に相
続が発生したとき等

⑵　検討の視点
　想定事例において、Ａが判断能力を喪失す
る前の段階では自ら受益者として権利を行使
することで各種の支払を行い、Ａが判断能力
を喪失した後は、Ｂが代行者としてＡのため
に権限を行使することが想定される。このた
め、福祉型信託商品の制度設計としては、委
託者兼受益者が判断能力を十分に有している
段階では代行者の関与を排除しておき、委託
者兼受益者が判断能力を喪失した後は代行者
によって支払いができるようにするための契
約上の手当てが必要となる。



信託法務研究会報告（令和 4 年度）―　　―6 信託296号 2023.11

　一般的には、代行者として任意代理人を利
用する場合、信託からみると外の仕組みであ
ることから、信託行為に任意代理人による権
限行使に関する定めを置くことによって、代
行者としての任意代理人を信託の仕組みの中
に位置付けることが必要となる。その一方、
受益者代理人を利用する場合、信託の中の仕
組みであることから、信託行為において受益
者代理人を指定することによって代行者とす
ることができる。関連して、任意代理人の場
合、代行者の権限とその範囲は、代理権を授
与するための委任契約等によって決まること
から、信託行為の定めと異なることがありう
る。一方、受益者代理人の場合、受益者代理
人の権限とその範囲は信託行為によって決ま
ることから、信託行為で定めることによっ
て、より直接的にコントロールできる（信託
法139条１項ただし書）。
　また、本人の判断能力が低下しているとき
は、代行者の行為の適正さをどう担保してい
くかということも重要な関心事項となる。任
意代理人の場合、本人による監督が前提とな
っていることから、信託商品を作るにあたっ
ては代行者に対する監督の部分を本人ではな
く信託の仕組みあるいは受託者の方で担うと
いう設計が必要となる。一方、受益者代理人
の場合、本来は受益者による権利や権限行使
を集約するための制度であることから、受益
者代理人の各種の行為の適正さは信託の中で
確保することが想定されている。ただし、受
益者代理人の行為の適正さを確保するための
信託法上の手当てが十分かどうかは、別途、
問題となる。
　さらにまた、任意代理人の場合は本人の代
理人であるのに対して、受益者代理人の場合
は受益者の代理人であるため、委託者として

の地位に基づく権限や、あるいは委託者と受
益者の合意により行使できる権限について、
任意代理の場合は両者をカバーできるのに対
して、受益者代理人の場合は委託者の権限の
部分の手当てはできないこととなる。このた
め、受益者代理人の場合に統合しようとする
ときには、委託者の権限の部分については、
任意代理人を使う必要が生じることとなる。
　その他、認知症対策のための信託商品は、
自分では十全な判断ができなくなった場合に
備え、その補完のために意思決定や権利行使
の代行者を利用するものであるという意味
で、委託者の財産管理を目的とするものであ
るが、これに相続代替機能を組み合わせるこ
とや、さらに１回的な承継だけでない後継ぎ
型遺贈型のものも考えられる。このようにし
て受益者が複数登場する信託について、受益
者代理人を利用する場合、信託行為によって
受益者のグループごとに選任することが可能
となる。これに対して、任意代理人を利用す
る場合、受益者となる複数の者と任意代理人
との間でそれぞれ委任契約の締結が必要にな
ると言える。
　ただし、本稿では基礎的な検討を行う観点
から、想定事例において受益者は顧客Ａのみ
としており、受益者は信託契約の解約権限を
単独で有するものとする。また、Ａについて
成年後見人等は選任されていないことを前提
とする。

⑶　信託監督人について
　受益者が現に存する場合において受益者の
権利行使を代行する者としては、受益者代理
人のほかに信託監督人の制度が存在してお
り、福祉型信託における信託の監督のために
は、むしろ信託監督人の制度を利用すること
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が想定されている（6）。想定事例における代行
者は、受託者の監督以外の、信託財産から支
払を受ける権利行使をも対象としているが、
信託監督人に受託者の監督以外の権限を与え
て、代行者として行為させるといったことが
仮に可能だとすると、代行者を信託監督人と
する場合も想定できる。
　信託監督人は、「受益者のために自己の名
をもって」、単独受益者権（信託法92条各号）
に関する一切の行為をする権限を有する。た
だし、単独受益者権のうち、受益権の放棄（同
17号）、受益権取得請求権（同18号）および
受益証券発行信託における受益権原簿の記載
に係る権利（同21・23号）は信託監督人によ
る行使にそぐわないとして除外される。また、
信託行為により別段の定めを置くことができ
る（信託法132条１項）。
　信託監督人の権限に関する別段の定めにつ
いては、権限の範囲を拡大することができる
かという論点がある。これが認められるので
あれば、本稿で扱う福祉型信託において、代
行者として信託監督人を用いることが考えら
れる。しかし、この点について通説は消極に
解している（7）。したがって、想定事例のよう
な信託において、代行者を信託監督人として
位置付けて権限を拡大することはできない。
もっとも、代行者を信託監督人と位置付けた
上で、同一人に受益者がその他の権限を付与
することは考えられる。この場合、信託監督
人が任意代理人の地位を兼ねるということに
なると考えられることから、信託監督人につ
いて以下では必要に応じて言及する。

３．　受益者代理人と任意代理人の違い

⑴　選任方法
　まず、受益者代理人は、「その代理する受
益者を定めて、受益者代理人となるべき者を
指定する定め」を信託行為に置くことにより
選任される（信託法138条 1 項）。つまり、委
託者と受託者の合意によって受益者代理人と
指定された者が、就任を承諾することにより
受益者代理人は選任される（8）。
　次に、任意代理人は、条文では「委任によ
る代理人」（民法104条参照）とされるように、
本人と代理となる者の間で代理権授与の委任
契約が締結されて選任される（9）。つまり、受
益者の代行者を選ぶという場合には、受益者
と代行者となる者の間に代理権授与の合意が
必要となる。これは、信託行為とは区別され
る別の法律行為ということになる。
　もっとも、福祉型信託においては、委託者
兼受益者である本人と受託者である信託銀行
との間で締結される信託契約内に、代行者を
指定する定めを置くだけではなく、代行者と
して指定される者からも代行者に就任するこ
との承諾をとっておき、代行者にも信託契約
書に署名させるなどの対応がとられるであろ
う。そうだとすると、本人と代行者との間に、
明示または黙示の委任契約を想定することは
困難ではない。この点で、代行者を受益者代
理人と位置付けるか、任意代理人と位置付け
るかで、実際の選任方法に差が生じることは
考えにくい。
　以上を踏まえた想定事例の制度設計として
は、受益者代理人と任意代理人のいずれを利
用する場合についても、信託銀行がＡと信託
契約を締結する際に、受益者代理人または任
意代理人にＢが就任することの承諾を得た上
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で、Ｂに信託契約書に署名させることが考え
られる。

⑵　付与される権限
　まず、受益者代理人は、「その代理する受
益者のために当該受益者の権利」に関する一
切の行為をする権限を有するのが原則であ
る。ただし、受託者等の責任を免除する権
限（信託法42条）は除かれる。また信託行為
により別段の定めを置くことができる（同法
139条 1 項）。
　ところで、受益者代理人の権限については、
明文で排除されている受託者の免責（信託法
42条）以外にも、その性質上行使が認められ
ないものがあるのではないかという問題提起
がされている（10）。そこでは、信託行為に受
益者代理人に権限を付与する特約を置くこと
ができるものと、そうした特約を置くことも
認められないものがあるとされ、特に信託契
約の解約は後者に分類されている。上記解釈
が採用された場合には、代行者を受益者代理
人としたときに信託契約の解約ができないこ
ととなる。
　ただ、受益者代理人の権限範囲についての
上記の見解は、ありうる解釈論ではあるが、
論者がそこで想定しているのは、福祉型信託
ではなく、年金信託など受益者代理人の制度
の本来的な活用が期待されていた信託ではな
いかと思われる。また、本人の判断能力が低
下して本人自ら権利行使することが困難な状
況を想定した福祉型信託において、受益者代
理人には信託契約の解約権限を信託行為の定
めによっても付与できないという解釈論も、
福祉型信託で当然妥当するかは疑問なしとし
ない。そこでは、信託を存続させるか否かは、
受益者自らの判断に委ねるべきである、とい

う前提が欠けているからである。この問題は、
信託目的との関係で考察されるべきである。
　想定事例における信託の目的は、信託財産
である金銭を本人の生活資金、医療費、介護
費等のために利殖し、その支払に充てること
により、Ａの認知判断能力が低下した後も本
人の生活の安定に資することにあり、信託契
約の全部または一部の解約は、本人の支払に
充てるために受託者から金銭を交付する前提
とされている。Ａが認知判断能力を失った後、
ＢがＡの支払に充てる目的で全部または一部
の解約権を行使することは、信託の目的に合
致するものとして可能であると解される。
　次に、任意代理人の権限は、委任契約によ
って定められる。特定の権限だけでなく、包
括的な権限を与えることも可能である。任意
代理人に包括的な権限を与えた場合には、代
理人は信託契約の解約権限や受託者の免責権
限も有するとも考えられるが、代行者を任意
代理人とすれば、代行者がいかなる権限も行
使できるのかについても問題がある。この点
も、信託契約に付随して締結される委任契約
の解釈として、信託目的との関係で考察され
るべきである。
　前述したとおり、想定事例のＡが認知判断
能力を失った後、ＢがＡのための支払に充て
る目的で全部または一部の解約権を行使する
ことは、信託の目的に合致すると解されるか
ら、信託契約に付随して締結される委任契約
の解釈としても、可能であると解される。こ
れに対して、受託者の免責については、受益
債権の一部を失わせるのと同じような効果が
あることからすれば、本人の生活の安定に資
するとは言いにくい。したがって、特段の事
情がない限り免責はできないと解される。
　なお、任意代理人を利用した場合、信託行
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為で定めた代行者の権限と、委任契約で定め
た権限が異なる可能性がある。もっとも、前
述のとおり福祉型信託において、代行者にも
信託契約書に署名させるなどの対応がとられ
ることを想定すれば、例えば、信託契約にお
いて、受託者の事務処理の内容として、「代
理人による権利行使の場合は、〇〇・・・に
ついてのみ〔△△の方法の場合のみ〕応じる
ものとします／できるものとします」などの
定めを置くことにより、別途の委任契約で別
の事項や別の方法を定めても、受託者の事務
処理としては対応しないことができると解さ
れる。
　以上を踏まえた想定事例の制度設計として
は、受益者代理人を利用する場合、Ｂが信託
契約を解約してＡのための支払いを行うこと
が可能となるようにするため、信託契約にお
いてＢに解約権限を付与する定めを置くこと
が考えられる。任意代理人を利用する場合、
Ｂに信託契約書に署名させるなどの方法によ
り、委任契約においてＡからＢに信託契約の
解約権限が付与されることを確保しておく一
方、信託契約においてＢが解約権限を含む各
種権限を行使するための方法を定めることが
考えられる。

⑶　選任後の受益者による権利行使
　まず、受益者代理人の場合、「受益者代理
人があるときは、当該受益者代理人に代理さ
れる受益者は、第92条各号に掲げる権利及び
信託行為において定めた権利を除き、その権
利を行使することができな」くなる（信託法
139条 ４ 項）。これは、受益者自身による権利
の行使と受益者代理人による権利の行使の
競合の問題を解決するための規定である（11）。
信託法92条の単独受益者権が除外されている

のは、これらは重畳的な行使が信託事務の円
滑な処理を妨げることにはならないからであ
ると説明される（12）（13）。
　単独受益者権以外の権利についても、「信
託行為において定めた権利」については、受
益者自身による権利行使が認められている。
この場合、受益者自身による権利行使と受益
者代理人の権利行使とが競合する可能性があ
る。もっとも、この問題には信託行為により
調整することが容易である。受益者代理人の
権限を信託行為の定めにより制限することは
問題なく認められるからであ る （14）。
　次に、任意代理の場合は、本人の権利行使
を制限することを想定していない。たとえば
任意後見契約における任意後見人は本人との
委任契約に基づき選任されるが、任意後見監
督人の選任後も本人の行為能力が制限される
わけではないので、本人単独での権利行使も
可能である。したがって任意代理の場合、本
人の権利行使と任意代理人の権利行使がより
広く競合する可能性がある。実際に競合が生
じた場合には、法律行為に関する一般原則で
処理されることになる。すなわち、意思表示
は相手方への到達時にその効力が生じるため

（民法97条１項）、相手方としては本人と任意
代理人から異なる内容の意思表示がされた場
合、先に到達した意思表示から効力を生じた
ものとして扱うことになる。
　以上を踏まえた想定事例の制度設計として
は、受益者代理人を利用する場合、信託契約
において、Ａが判断能力を有している間は受
益者代理人の権限を制限しておき、Ａが判断
能力を失ったと判定された時点からＢが受益
者代理人としての権限を行使できる旨の定め
を置くことが考えられる。任意代理人を利用
する場合についても、委任契約において、Ａ
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が判断能力を失ったと判定された時点からＢ
が任意代理人としての権限を行使できる旨の
定めを置くことが考えられる。また、Ａに対
して、権利行使の競合が生じた場合には先に
到達した意思表示から効力を生じたものとし
て扱うことを、予め示しておくといった対応
も考えられる。

⑷　代行者の義務
　受益者代理人はその権限行使にあたって善
管注意義務を負うのに対して（信託法140条
１項）、民法上の任意代理人も、委任契約の
受任者として善管注意義務を負っている（民
法644条）（15）。この点では、負うべき義務の
範囲は抽象的には異ならないといえそうであ
る。
　ただし、民法上の任意代理人および委任契
約の受任者には、復代理の選任の原則禁止（民
法104条、644条の ２ ）、代理権の濫用の禁止

（民法107条）、利益相反行為の原則禁止（民
法108条）、事務処理報告義務（民法645条）、
受取物引渡し義務（民法646条）などが課さ
れている。これらの義務に違反した場合には、
委任契約の不履行による損害賠償責任が生じ
うるほか、一定の義務については無権代理と
みなされて行為の効果が本人に帰属しないこ
ととなる可能性がある。
　これに対して、受益者代理人についてはこ
うした具体的な義務に関する規定がない。受
益者代理人にはこれらの民法上の義務、およ
び無権代理行為の相手方保護のための民法上
の規定の適用ないし類推適用はないかについ
ては、慎重に判断する必要がある。
　まず、受益者代理人には民法上の代理の規
定の適用がないと言えるのかという問題があ
る。たしかに、ここまで見てきたように受益

者代理人と任意代理人は選任方法や権限付与
のあり方に違いがある。しかし、受益者代理
人もその意思表示の効果が代理をされる者

（受益者）に帰属するという点では「代理」
としての性格を備えているため、信託法に準
用規定がないとしても、一般法である民法の
代理の規定の適用が直ちに否定されるわけで
はない。
　受益者代理人には民法上の代理の規定の直
接適用はできないとしても、類推適用の可能
性までも否定されるわけではない。受益者代
理人は、受益者の利益のために、本来は受益
者に属する権利を行使し、その権利行使の効
果を受益者に帰属させることになるため、代
理人が本人のために行為するのと類似する状
況で行為することが想定されている。この場
合に、信託法に規定がなくても、民法上の代
理人と同様の義務を課されるという解釈は十
分に成り立つと思われる。とくに、受益者代
理人について規定がないからといって、与え
られた権限を濫用することが許されるはずは
なく、また仮にそうした権限濫用について受
託者がその目的を知り、または知ることがで
きたときにまで、受益者代理人の権限行使の
効力を認められるのかは疑問がある。少なく
とも、民法107条については類推適用がある
のではないかと解される。
　したがって、代行者が受益者代理人または
任意代理人のいずれである場合についても、
権限濫用について受託者がその目的を知り、
または知ることができたときには、無権代理
人がした行為とみなされ、本人との関係では
解約の効果は生じないと考えられる。この場
合、受託者の対応として、履行の拒絶や、他
の家族に周知措置をとる（かつ、一定期間の
払い出し猶予期間を設ける）、あるいは、使
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途確認措置を設けることなどが考えられる。
　なお、無権代理人の責任について、無権代
理人は、相手方である相手方の選択に従い、
履行または損害賠償の責任を負う（民法117
条１項）。このうち履行責任については、そ
の行為が本人について効力を生じたとすれば
本人が相手方に対して負担すべきであったで
あろうものと同一の内容の債務の履行をす
る責任を負うという意味であるとされる（16）。
信託法上、受益者は受託者に対して義務を負
わないため、受託者からの履行請求はそもそ
も問題となりえないように思われる。損害賠
償についても、履行に代わるものとして相手
方に与えられたものであると説明されている
こと（17）を前提とすれば、受益者代理人につ
いて類推適用の余地はないと考えられる。た
だし、受益者は受託者と個別に合意すること
で信託事務処理にかかる費用や報酬について
債務を負担することができる（信託法48条 ５
項参照）。この受益者による個別の合意に関
する無権代理行為については、受益者代理人
についてはおよそ権限がないため問題となり
えないとしても、任意代理人については責任
が生じ得ると解される。
　以上をまとめると、代行者の義務に関して
は、無権代理人の責任を除いて、受益者代理
人を利用する場合と任意代理人を利用する場
合とで大きな違いはないと考えられる。想定
事例の制度設計としては、Ｂについて代行者
としての義務違反があると疑われる場合の受
託者の対応について、履行の拒絶や、他の家
族に周知措置をとる（かつ、一定期間の払い
出し猶予期間を設ける）、あるいは、使途確
認措置を設けるといったことを予め検討して
おき、必要に応じて予めＡに示しておくこと
などが考えられる。

⑸　任務および事務処理の終了
　まず、受益者代理人の任務終了事由につい
ては、受託者の任務終了事由に関する規定が
準用されており、受益者代理人は、委託者お
よび受益者の同意を得て辞任することができ
る（信託法141条 ２ 項、57条１項）。委託者お
よび受益者は、その合意により受益者代理人
をいつでも解任することができる（信託法
141条 ２ 項、58条１項）。辞任および解任のい
ずれについても、信託行為に別段の定めを置
くことができる（信託法141条 ２ 項、57条１
項、58条 ３ 項）。個人が受益者代理人となり、
辞任や解任以外で任務が終了する場合として
は、受益者代理人が死亡した場合（信託法56
条１項１号）、受益者代理人が後見開始また
は保佐開始の審判を受けた場合（同 ２ 号）、
同じく破産手続開始の決定を受けた場合（同
３ 号）がある（信託法141条１項）。ただし、
後見開始または保佐開始の審判を受けた場合

（同 ２ 号）、破産手続開始の決定を受けた場合
（同 ３ 号）については信託行為に別段の定め
を置くことによって、任務を終了させないこ
とができる（信託法141条１項、56条１項た
だし書）。
　受益者代理人の任務が終了する場合には、
新受託者選任の規定（信託法62条）に準じて、
新受益者代理人が選任される（信託法142条）。
これに対して、受益者代理人の事務について
は、信託の清算結了のほか、委託者および代
理される受益者の合意、または信託行為によ
り定めた事由があるときに終了することとさ
れ（信託法143条 1 項）、この場合は受益者代
理人の制度の利用そのものが終了するので、
新受益者代理人の選任は問題とならない。
　次に、民法上の任意代理の場合について、
代理権の消滅事由は民法111条に、委任の終
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了事由は同法653条に規定がある。本人また
は代理人が死亡した場合のほか、代理人が破
産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を
受けたときは、委任が終了するとともに、代
理権も消滅する。本人が破産手続開始の決定
を受けた場合も、委任が終了する結果、代理
権は原則として消滅する。もっとも、これら
は任意規定であると考えられるから、本人ま
たは代理人について破産手続開始決定や後見
開始審判があった後も、持続する委任契約や
代理権を合意することは可能であると考えら
れる。本人の死後も持続する委任契約ないし
代理権についても、当事者間にそうした合意
をすれば効力が認められるというのが通説で
ある（18）。
　委任契約は、各当事者がいつでもその解除
をすることができる（民法651条１項）。ただ
しこちらも任意規定であり、委任者が解除権
を放棄する特約も有効であると解されてい
る（19）。
　委任契約でも、委任者本人の死後も継続し、
委任者の相続人によっても解除されないよう
特約をすることが可能である。もっとも、そ
のような委任契約あるいは当該契約に基づく
持続的な代理権が、無制限に認められるかは
明らかではない。なお、判例では本人死亡後
の事務処理を一定範囲で委託するような委任
契約について、相続人の関与を排除する形で
有効性を認めた判例がある（20）。
　以上を踏まえた想定事例の制度設計につい
て、受益者代理人および任意代理人のいずれ
の場合も、Ａについて相続が発生するまでは、
原則として任務および事務処理が継続するこ
ととなる。その上で、早期にＢの任務が終了
した場合に備えて、後任となる代行者につい
ての定めを置くことは考えられる。この場合、

受益者代理人については信託契約で定めるこ
とが可能であるが、任意代理人については委
任契約で定めた上で、信託契約においても定
めておくことが考えられる。

４．　おわりに

　本稿では、福祉型信託商品を取り上げて、
代行者が受益者代理人である場合と任意代理
人である場合の違いや制度設計について若干
の検討を行ったが、受益者が複数登場する信
託や成年後見人等の選任を想定した設計な
ど、検討すべき課題は多い。引き続き、実務
的・理論的に重要な課題について検討を行う
ことが望まれる。

【注】

⑴　「福祉型信託」について法令上の定義はないが、信
託業法が平成16（2004）年に改正された際の衆議院
財務金融委員会（平成16年11月12日）および参議院
財政金融委員会（平成16年11月25日）における附帯
決議の例に倣い、本稿では高齢者や障害者の生活を
支援する信託を指すものとして用いる。

⑵　寺本昌広『逐条解説 新しい信託法［補訂版］』321
頁（商事法務、2008年）。信託銀行等の実務におい
て、受益者代理人の制度は、年金信託のほか、有料
老人ホームの入居一時金、FX 業者の証拠金、証券
会社の顧客分別金などの法定の保全をするための信
託や、その他の前受金等を任意に保全するための信
託に利用されている。

⑶　寺本・前掲（注 ２ ）321頁。
⑷　道垣内弘人編著『条解信託法』608頁（弘文堂、2017年）

［佐久間毅］では、「受益者代理人の制度は、前述の
とおり、受益者が頻繁に変更することや多数にのぼ
ることなどのため受益者による権利の行使が実質的
に困難である、あるいは個々の受益者による自由な
権利行使が信託の円滑な運営を阻害しかねないと認
められる場合に、受益者の権利の実質的な保護や信
託の円滑な運営の確保のために有用な手段となるも
のとして設けられたものであるが、現に存在する受
益者においてそれらに該当する事情が認められるこ
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いが、本稿で想定するような福祉型信託ではこの点
で違いは生じないと思われる。

⑼　代理権授与行為の性質については議論があるが、本
稿では省略する（於保不二雄＝奥田昌道編『新版注
釈民法⑷総則⑷』29頁以下（有斐閣、2015年）［佐
久間毅］参照）。

⑽　道垣内編著・前掲（注 ４ ）610-613頁［佐久間］。
⑾　寺本・前掲（注 ２ ）322頁。
⑿　寺本・前掲（注 ２ ）324頁。
⒀　信託監督人については、もともと単独受益者権しか

権限が与えられていないので、競合の問題は生じな
い。

⒁　佐久間毅「信託管理人、信託監督人、受益者代理人
に関する諸問題」信託234号27頁以下（2008年）では、
特に取消権の競合が問題となりやすい旨指摘する。

⒂　受益者代理人はこの他に誠実公平義務を負っている
が（信託法140条 ２ 項）、これは受益者が複数存在す
るのでなければ問題とならないので、ここでは扱わ
ない。

⒃　於保＝奥田編・前掲（注 ９ ）377頁［中川淳＝小川
富之］。

⒄　於保＝奥田編・前掲（注 ９ ）378頁［中川＝小川］。
⒅　中田裕康『契約法［新版］』543頁（有斐閣、2021年）。
⒆　中田・前掲（注18）543頁。
⒇　最判平成 ４ 年 ９ 月22日金融法務事情1358号55頁。

とは、受益者代理人の選任のための要件とされてい
ない」とする。

⑸　日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイ
ドライン」１頁脚注１（2020年）では、民事信託に
関与する弁護士は信託成立後も継続的に関与するこ
とが望ましいとした上で、その方法のひとつとして
受益者代理人への就任が挙げられている。その後に
同連合会から公表された「民事信託業務に関するガ
イドライン」14頁（2022年）においても同様の指摘
がある。

⑹　寺本・前掲（注 ２ ）316頁は「第131条から第137条
までは、年少者、高齢者あるいは知的障害者等を受
益者として財産の管理や生活の支援等を行うことを
目的とするいわゆる福祉型の信託の利用の促進を図
る等の観点から、受益者のために受託者を監視・監
督する信託監督人の制度を新設したことに伴う規定
である」とする。

⑺　道垣内編著・前掲（注 ４ ）597-598頁［佐久間］、道
垣内弘人『信託法第 ２ 版（現代民法別巻）』396頁（有
斐閣、2022年）。

⑻　信託監督人については、信託行為に定めを置く方法
のほか、利害関係人の申立てにより裁判所が選任す
ることもある（信託法131条 ４ 項）点で、受益者代
理人とは異なっている。そのほか、受益者代理人は

「その代理する受益者を定めて」選任されるのに対
して、信託監督人はそうした受益者の特定を要しな
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アメリカの撤回可能信託と日本の遺言代用信託商品の対比

１．　はじめに

　高齢者の財産管理・財産承継のための信
託として、アメリカでは、撤回可能信託

（Revocable living trust）と呼ばれる信託が
広く普及している。撤回可能信託は、委託者
が受託者となる信託宣言の形で設定され、信
託銀行や信託会社（以下「信託銀行等」とい
う）が後続の受託者となる例が存在する。
　一方、わが国では、信託銀行等の実務上、
遺言を使わずに財産を承継させる機能がある
信託商品を「遺言代用信託」と呼ぶことがあ
る。このような遺言代用信託商品は、相続発
生時に相続手続を経ずにスムーズに相続人に
財産（特に金銭）を引き継ぎたいといったニ
ーズや、自分の生存中は自身のために財産を
管理・運用し、自分の死後は相続人に財産を
承継したいといったニーズに応えるものとし

て提供されている。最近では、委託者の家族
が受託者になり、委託者の判断能力喪失時の
財産管理や将来の財産承継のために民事信託
を設定する例が増加していることが指摘され
ている（1）。もっとも、わが国において信託銀
行等が取り扱う商品の範囲では、アメリカの
ように委託者が受託者となり、信託をいつで
も撤回できるとするタイプの遺言代用信託
は、現時点では提供されていないようである。
　本稿では、日本よりも信託が普及している
と言われるアメリカの撤回可能信託と日本の
遺言代用信託について、両国で信託が活用さ
れる意義、両国の法制度や信託条項を比較し、
どのような違いがあるかを概観する。比較を
通じて両信託への理解が深まり、今後のわが
国における信託のさらなる活用の一助となれ
ば幸いである。
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２．　アメリカの撤回可能信託と日本の遺
言代用信託の活用意義

⑴　アメリカの撤回可能信託について（2）

　アメリカでは、相続発生時に Probate と呼
ばれる検認手続がある。この検認手続は、遺
言がある場合には遺言の効力を確定させ、遺
言がない場合には無遺言相続の規律に従い、
遺産を収集・管理・分配する手続である。こ
の手続は、相続人、受遺者、債権者等の利害
関係者に通知したうえで、公開で行われる裁
判手続であるため、多くの時間と費用がかか
り、また、プライバシーが不特定多数の人に
晒されてしまうおそれがある。州によって事
情は異なるものの（3）、撤回可能信託は、これ
らの不都合を回避するために、遺言代替の財
産承継手法として広く普及している。
　また、撤回可能信託は、委託者の判断能力
喪失時の財産管理のためにも利用される。財
産管理制度として、他に後見制度や持続的代
理権制度があるが、後見制度は、裁判所によ
る手続が煩雑であり、本人があらかじめ希望
する通りに財産管理がされない可能性があ
る。持続的代理権制度は、本人または代理人
が死亡すると代理関係が消滅してしまい、ま
た代理人の権限が委任された範囲に限られる
こと等の理由から、信託がより柔軟な財産管
理手段として利用されている。なお、撤回可
能信託において、自己信託の形態で設定され
ている場合は、委託者の判断能力が失われた
場合のために、後継受託者を予め定めておく
ことが通常である。
　なお、かつて撤回可能信託は、信託財産か
ら生じる収益について受益者に課税されるこ
とを利用し、高所得者の委託者が低所得者を
受益者に設定することで節税する目的で用い

られていたが、1924年の歳入法により委託者
が受益者を兼ねていない場合であっても委託
者に課税されることとなったことから、現在
では撤回可能信託はこのような節税目的では
用いられていない（4）。

⑵　日本の遺言代用信託商品について
　日本では、相続制度において、遺言書検認
手続（民法1004条）はあるものの、アメリカ
の Probate に相当するような検認手続ではな
いことから、これを回避するために遺言代用
信託商品を利用するという目的はない。もっ
とも、遺言の場合、遺言執行に一定の手続・
時間が必要であるのに対し、信託銀行等が提
供する遺言代用信託商品を利用すればスムー
ズに財産を承継でき、例えば、相続発生時に
は家族が信託財産となっている金銭をすぐに
受け取ることができるメリットがある。この
ことに加えて、遺言の場合、後継ぎ遺贈は無
効とされる可能性があるのに対し、後継ぎ遺
贈型受益者連続信託を利用すれば、自分の死
亡時に財産を承継する者だけでなく、その先
の承継先も決めることが可能である。
　また、日本でも委託者が判断能力を喪失し
た場合の財産管理制度として後見制度がある
が、裁判所の厳格な手続が必要であり、被後
見人の財産の有効活用ができない等の課題が
指摘されており、平成28（2016）年に制定さ
れた「成年後見制度の利用の促進に関する法
律」に基づいて運用の改善などの取組みが進
められている（5）。このような状況もあり、日
本もアメリカと同様、委託者が希望する財産
管理ができる柔軟性がある制度として信託が
利用されつつある。
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３．　統一信託法典における撤回可能信託
と信託法における遺言代用信託の法制
度の比較

⑴　信託の設定方法・委託者の能力
　ⅰ　アメリカについては、2000年に公表
された統一信託法典（Uniform Trust Code、
以下「UTC」という）第 ６ 編に撤回可能信
託に関する規律が置かれていることから、主
に UTC を取り上げる。UTC では、信託の
設定方法として、委託者の生存中または遺言
その他の死因処分による移転、信託宣言、指
名権の行使があるが（UTC 401条）、一般的
に撤回可能信託は生前移転または信託宣言に
よって設定される。生前移転は日本の契約と
は異なり委託者の単独行為であり、撤回可能
信託の設定、変更、撤回等で要求される委託
者の能力は、遺言を作成するために要求され
る能力と同一であるとされる（UTC 601条）。
これは、死亡時の財産承継という遺言代用の
機能を重視しているといえる。
　ⅱ　一方、日本の信託法において、信託の
設定方法としては、契約、遺言および自己信
託がある（信託法 ３ 条）。信託銀行等が提供
する遺言代用信託商品については、契約で設
定されることが一般的であり、この場合、委
託者には行為能力が必要とされる。なお、自
己信託を遺言代用として用いることに関して
は、その利用できる範囲や可否について議論
がある（6）。

⑵　委託者の撤回権その他の権利
　ⅰ　アメリカでは、UTC が定められる前
の伝統的な判例法理においては、信託条項に
委託者の撤回権を留保する規定を置かない限
り、信託は撤回不能であるとされていた。し

かし、法律専門家でない素人が遺言の代替手
段として信託を設定することが多くなり、信
託条項に撤回権を留保する規定を置かなかっ
た結果、後になって撤回できずに困る事態が
生じたことから、UTC では、信託条項に明
示的に撤回不能と定めていない限り、委託者
は信託を撤回または変更できるとされている

（UTC 602条⒜項）（7）。この委託者による信託
の撤回または変更について、受託者の同意は
必要とされない。
　信託が撤回可能であり、委託者が撤回能力
を有する場合、受益者の権利は委託者の支配
に服し、受託者は委託者に対してのみ義務を
負う（UTC 603条⒜項）。つまり、受益者の
各種の権利は委託者が有するが、委託者が判
断能力を失った場合には、受益者の各種の権
利は受益者が有する（8）。
　ⅱ　日本の信託法では、90条１項に遺言代
用信託として ２ つの類型が定められている。
ひとつは、委託者の死亡時に受益者となるべ
き者として指定された者が受益権を取得する
定めのある信託（信託法90条１項１号）であ
り、もうひとつは、委託者の死亡時以後に受
益者が信託財産に係る給付を受ける定めのあ
る信託（信託法90条１項 ２ 号）である。両者
の違いは、受益者となるべき者として指定さ
れた者が、１号の類型では委託者死亡時に初
めて受益者となるのに対し、 ２ 号の類型では
委託者死亡前から受益者となる点である。信
託銀行等が提供している遺言代用信託商品の
典型例は、委託者自身が当初受益者となり、
委託者死亡後は委託者の配偶者や子等を第二
受益者として指定するものである。
　日本の信託法においては、委託者による信
託の撤回・変更権について規定されておらず、
信託行為で定めない限りは認められないのが
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原則である。しかし、信託法90条１項に定め
られている ２ つの類型の遺言代用信託におい
ては、信託行為に別段の定めがない限り、委
託者は受益者を変更する権利を有する（信託
法90条１項柱書）。信託法の立案担当者によ
れば、遺言代用信託は、死因贈与と同様の機
能があり、死因贈与では贈与者がいつでもそ
の贈与を解除することができる（民法554条、
1022条）こととの平仄から、委託者が受益者
を変更する権利を有することをデフォルトル
ールとしたことが説明されている（9）。ただし、
アメリカの場合とは異なり、遺言代用信託に
おいて委託者が単独で信託を終了させて財産
を取り戻すことができるという意味での撤回
権は定められておらず、信託を終了するとき
は委託者および受益者の合意（信託法164条
１項）、信託を変更するときは委託者、受託
者および受益者の合意（信託法149条１項）
が原則として必要である（なお、委託者が当
初受益者を兼ねている場合には、委託者単独
で信託を終了させることはできる）。もっと
も、信託契約において、委託者単独で信託を
終了・変更することができる旨の別段の定め
を置くことは可能である。
　そして、信託法90条１項 ２ 号の受益者は、
信託行為に別段の定めがない限り、委託者が
死亡するまでは、受益者としての権利を有し
ない（信託法90条 ２ 項）。これは、信託法90
条１項 ２ 号の信託について受益者としての権
利を認めた場合、委託者による信託の変更・
終了には原則として当該受益者の同意が必要
になるが、これは委託者の通常の意思に沿わ
ないため、このような規定が設けられてい
る（10）。
　なお、遺言代用信託において、その信託の
受益者が現に存せず、または信託法90条 ２ 項

により受益者としての権利を有しないとき
は、委託者が受託者に対する監督権限を有し、
受託者は委託者に一定の義務を負う（信託法
148条）とされ、委託者の権利が強化されて
いる。

⑶　代理人による委託者の権利の行使
　ⅰ　アメリカの撤回可能信託では、委託者
の撤回、変更もしくは信託財産の分配に関す
る権限は、信託条項または委任状によって明
示的に権限が与えられている範囲においての
み、委任状に基づく代理人によって行使する
ことができる（UTC 602条⒠項）。また、委
託者の財産管理後見人、または財産管理後見
人が選任されていない場合における委託者の
後見人は、財産管理もしくは後見を監督する
裁判所の承認を得た場合にのみ、撤回可能信
託の撤回、変更もしくは信託財産の分配に関
する委託者の権限を行使することができる

（UTC 602条⒡項）。
　アメリカの信託は、日本の法定代理にあた
る後見であれ、受益者代理人その他の代理で
あれ、代理人の介入は排除することが多い。
上記のように、UTC は、信託行為で明示さ
れない限り、代理人や後見人の権限行使を排
除している。後述するノーザン・トラスト・
コーポレーションの生前信託の雛形（Form 
201）も、委託者の後見人や代理人による撤
回権や変更権の行使を、明示で排除している

（TENTH）。さらに Form 201は、後見代替
としての利用を想定し、委託者の判断能力喪
失の定めをおくが、裁判所の後見とは異なる、
より広く柔軟な手続で、委託者の能力低下に
対処しようとしている（FIRST）。後見に関
する立法でも、後見は最後の手段とされ、後
見人が選任されても、被後見人に代わって撤
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回可能信託を変更または撤回する権限を行使
する前に、受託者に通知し裁判所の許可を得
るものとされる（11）。
　英米の信託は、受益者による裁判所を通じ
た受益権のエンフォースメントを前提に成り
立っている。その意味で、信託にとって受益
者の能力低下は大きな危機である。アメリカ
でも、この危機にどう対処するか議論は収束
していないようであるが、後見や信託代理人
を併存させるよりは、むしろ後続受益者に監
督権限を与え、裁判所による介入は最後の手
段とする方向性を探っているように見受けら
れる（12）（13）。
　ⅱ　日本の信託法において、UTC のよう
な規定は置かれていない。委託者の受益者変
更権・信託撤回権は、遺言者の成年後見人が
遺言の変更・撤回をできないことと同様に、
委託者の成年後見人が法定代理人として行使
することはできないとする見解（14）、受益者
変更権の行使は後見事務の対象にならない
が、信託撤回権については、委託者の生計の
ために信託を終了させる必要があり、信託行
為に委託者に常に信託を終了させる権利が付
与されている場合には、後見人が行使するこ
とはあり得るとする見解（15）等がある。
　日本の後見代替としての信託利用は、受益
者連続を想定せずに始まったため、このよう
に後見との平仄がかなり意識される一方で、
弱点を補うため受益者代理人や後見との併用
が論じられる傾向が強いように見受けられ
る。しかし、今後、受益者連続型信託の利用
が増えれば、こうした議論にも再考の余地が
あるかもしれない。

⑷　委託者の債権者の権利
　ⅰ　アメリカでは、撤回可能信託が遺言の

代替であることを正面から認め、委託者の生
存中において、撤回可能信託の財産は、委託
者の債権者の債権の引当となる（UTC 505条
⒜項⑴号）。ここでは、信託財産の独立性や
倒産隔離効は撤回可能信託にとっては必須と
されていない。委託者が信託行為で撤回不能
だと明記しない限り、委託者の債権者は、詐
害行為の要件の有無を問わず、信託財産を差
し押さえることができるということになる。
　ⅱ　日本では、遺言代用信託の委託者の債
権者は、委託者が受益者を兼ねている場合に
は受益権を差し押さえることができるもの
の、信託財産を直接引当とすることはできな
い。なお、詐害信託の要件を満たせば、委託
者の債権者は詐害行為取消請求ができる（信
託法11条１項）。

⑸　受益者の債権者の権利
　ⅰ　アメリカにおいて、撤回可能信託につ
いては、受益者の権利は委託者のコントロー
ルに服するとされ（UTC 603条⒜項）、また、
撤回可能信託の信託財産は委託者の所有する
ものと扱われる（信託法リステイトメント25
条⑵項）。したがって、受益者の債権者によ
る差押はできない。委託者が死亡して撤回不
能になれば、デフォルトでは差押はできるが、
その場合も浪費者信託の定めが置かれていれ
ば（置かれることが一般的である）やはり差
押はできない。アメリカでは、撤回可能信託
で、委託者以外の受益者の債権者が信託財産
にかかってゆける可能性は、現実にはほぼな
い。
　ⅱ　日本の遺言代用信託では、信託法90条
１項１号の受益者は委託者死亡まで受益権を
取得しておらず、また、同項 ２ 号の受益者は
信託の効力発生時から受益権を有するもの
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の、委託者死亡までは信託財産に係る給付を
受けられず、かつ受益者としての権利を有し
ない（同条 ２ 項）。当該規律からは、受益者
は委託者死亡までは確定的な権利を取得して
おらず、委託者の死亡前に受益者の債権者は
受益権を差し押さえられるかが問題になる
が、信託法90条１項 ２ 号の信託では受益者は
信託契約時から受益権を取得していることか
ら権利性が認められ、また、同項１号の信託

においても、委託者死亡を停止条件として受
益権を取得することができる地位を取得して
いることから、将来の請求権として受益者の
債権者が差し押さえることも可能と考えられ
る。このように日本では、遺言代用信託の定
めとされる信託法90条も、後述する遺言代用
信託を商品化した信託契約も、第二受益者に
確定した権利を発生させ、受益者の債権者が
かかってゆく余地を広げている（16）。

＜参考・UTCにおける撤回可能信託と信託法における遺言代用信託の比較＞

アメリカの撤回可能信託 日本の遺言代用信託

信託の設定方法 委託者の生存中または遺言その他の死
因処分による移転、信託宣言、指名権
の行使（生前移転、信託宣言が一般的）

契約、遺言および自己信託（信託銀行
等が取り扱う商品については契約によ
る場合が一般的）

信託設定に要求され
る委託者の能力

遺言作成能力 契約による場合は行為能力

受益者変更権 信託条項で排除しない限り、委託者は
受益者変更権を有する

信託条項で排除しない限り、委託者は
受益者変更権を有する

信託撤回権 信託条項で排除しない限り、委託者は
信託撤回権を有する

信託条項で明記しない限り、委託者は
単独で信託を終了させることができな
い

代理人による委託者
の権利の行使

信託条項等により権限が与えられてい
る場合や裁判所の承諾がある場合は可
能

受益者変更権は行使不可とする説、信
託撤回権は行使可能な場合もあるとす
る説等が有力

委託者の債権者の権
利

信託財産は委託者の債権者の債権の引
当となる

信託財産は委託者の債権者の債権の直
接の引当とならず、受益権を差し押さ
えられるのみ

受益者の債権者の権
利

浪費者信託条項がない限り、受益権の
差押えが可能

浪費者信託条項に関する信託法の規律
は存在しない。将来の請求権として受
益者の債権者が差し押さえることも可
能と考えられる。
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４．　日本の遺言代用信託商品とアメリカ
の撤回可能信託の信託条項の比較

⑴　とりあげる具体的な信託
　①　特約付指定合同運用金銭信託
　日本の遺言代用信託商品として、本稿では
大手信託銀行から提供されている特約付指定
合同運用金銭信託（以下「本信託１」という）
をとりあげる。
　本信託１は、委託者が、受託者となる信託
銀行に自らの財産（金銭）を信託し、委託者
の死亡時に信託財産を取得する者を定めるも
のであり、「相続発生後に配偶者や子供など
が一定期間安定的に生活資金を受け取ること
ができるようにしておきたい」といった顧客
ニーズに対応する信託商品である。委託者
兼第一受益者が信託した金銭を同人の死亡
後（相続発生後）に同人があらかじめ指定し
た第二受益者に一定期間定時定額で取得させ
る仕組みとなっている。銀行実務において相
続発生後の預金等の払出には煩雑な事務手続
きが伴うが、本信託１は、信託契約で予め委
託者が指定した第二受益者に信託財産を支払
うものとすることによって、委託者の相続発
生時に第二受益者のみの請求による信託財産
の受取りを可能としている。本信託１の契約
は、指定合同運用金銭信託（元本保証あり（17））
の指定金銭信託約款（以下「本信託１約款」
という）に上記第二受益者の指定等に関する
特約（以下「本信託１特約」という）を付加
したものとなっている。
　第二受益者は、信託設定時に委託者兼第一
受益者の法定相続人の中から、委託者兼第一
受益者が１名指定する。遺言代用信託の ２ つ
の類型のうち、委託者の死亡時に受益者とな
るべき者として指定された者が受益権を取得

する定めのある信託（信託法90条１項１号）
に該当する。もっとも、信託契約において委
託者は第二受益者を変更することはできない
とされ、これにより受託者は、委託者の相続
発生時に、信託設定時に指定された第二受益
者に円滑に信託財産を交付することが可能と
なる。
　本信託１は、第二受益者が委託者によって
も変更不可とされていることから第二受益者
の権利が強いものとなっており、その結果、
前述した委託者の遺言代用という機能のうち
大きな要素が失われているということができ
る（18）。この意味で、本信託１は、実質的に
アメリカの撤回不能信託に近い。また、本信
託１では元本保証があるため預金としての側
面が強い（19）。アメリカの信託で金融機関を
受託者とするものには一般的に元本保証はな
く、プルーデント・インベスター・ルールに
より信託財産全体として健全で思慮深い投資
が行われていれば元本毀損も受益者に帰属す
るのが原則である。日本では信託が必ずしも
投資のために用いられないのに対し、一般的
にアメリカの信託は長期的な投資を重視して
利用されるといった違いがある。
　本信託１のタイプの遺言代用信託商品は、
現行信託法の制定後に信託銀行において取り
扱われるようになり、一時期、契約件数を伸
ばすこととなった（20）。現在も信託銀行にお
いて取り扱われている定型的な商品のひとつ
であることから、本稿における比較の対象と
して取り上げることとする。もっとも、現在
の信託銀行において取り扱われている遺言代
用信託商品が必ずしもこのタイプに限られる
ものではなく、信託設定後の事後的な変更へ
の対応や財産の規模・種類などによってバリ
エーションがあることに留意する必要がある。
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　②　ノーザン・トラスト・コーポレーショ
ンの生前信託の雛形（Form 201）

　アメリカにおける撤回可能信託として、ノ
ーザン・トラスト・コーポレーション（21）（以
下「ノーザン・トラスト社」という）が公表
している、Marital Trust（配偶者のための
信託）の機能を含む生前信託の雛形である
Form 201（22）を取り上げる（以下では Form 
201を利用して設定される信託を「本信託 ２ 」
という）。Form 201については信託条項の雛
形と共に当該雛形の解説も記載されている。
　本信託 ２ は、委託者が自らの所有する財産
のうち一定のものを合意により信託財産とし
て受託者となる銀行に譲渡し、受託者は委託
者の死亡後、葬儀費用や税金の支払いを行っ
た上で、収益を委託者の配偶者に定期的に交
付するものである。また、配偶者の死亡後は、
委託者の子供に定期的に信託財産が交付され
る。目的の第一は、委託者死亡後の配偶者、
および当該配偶者死亡後の委託者の子供の生
活の安定を図ることにある。
　Form 201には、「撤回可能信託合意：単独
委託者―部分的婚姻信託」（REVOCABLE 
TRUST AGREEMENT One Sett lor-
Fractional Share Marital）というタイトル
が付されている。本信託 ２ は、ノーザン・ト
ラスト社が単独受託者を務める点で、日本の
信託銀行を受託者とする本信託１と比較しや
すい。ただし、アメリカで設定される信託に
は多様なものがある。例えば、エステート
プラニングの実務家によるガイドブックで
ある Frederick K Hoops, et al., Family Estate 

Planning Guide （Thomson Reuters 4th ed., 
1998-2020）にも、付録として撤回可能信託
の雛形（以下「Hoops 雛形」という）が収
録されている（後述する補論で取り上げる）。

Form 201を検討するにあたって、これが多
様な信託の中でどのような特徴をもつか、ま
ず押さえておきたい。
　まず、ノーザン・トラスト社が単独受託者
となることは、決して唯一の選択肢ではない。
同社自身も、複数受託者を置く場合の雛型
Form 210（23）とForm 211（24）を公開している。
また Form 201の注にも、複数受託者を置く
場合に、受益者の１人が共同受託者となる場
合には、自らを含む複数受益者について収益
の蓄積、信託財産の支払い・分配に関与させ
るべきでないことが指摘されている。
　また、単独受託者がおかれるとして、それ
がノーザン・トラスト社ないし法人である必
然性もない。Form 201では、当初受託者が
委託者自身となる規定の例を次のように掲げ
ている（note 1）。

「私、JOHN DOE は、XX 信託の委託者
として、20XX 年 X 月 X 日、自身を受
託者とすることに合意する。」

　このように、委託者が受託者たる自分自身
と合意（agreement with myself）する規定
となっている、自己信託である。この規定を
採用した場合には、当初受託者である委託者
が辞任した場合にノーザン・トラスト社が後
継受託者になる旨の規定が併せて用いられる

（note 31）。受託者の辞任は容易になってお
り（SEVENTH Section 9）（25）、委託者の生前
は委託者への通知、死後は収益の分配を受け
る権利を有する各受益者への書面での通知に
よって、いつでも辞任することができる。後
継受託者は、委託者の生前は委託者によって、
死後はその時点で収益の分配を受ける権利を
有する受益者の過半数によって、任命される。
この時、受益者または受益者に法的義務を負
う者は、受託者に任命することができない。
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⑵　各信託の全体構成
　まず、本信託１および本信託 ２ の各信託条
項の見出しを比較し、両信託条項の間に全体
的にどのような異同があるかを確認しておこ
う。
　本信託１特約および本信託１約款の各信託
条項の見出しは、以下のとおりである。

　本信託 ２ 信託条項雛形の各信託条項の見出
しは、以下のとおりである。

 【本信託１特約】
第 １ 条　信託目的等
第 ２ 条　信託財産
第 ３ 条　信託期間
第 ４ 条　第 １ 受益者
第 ５ 条　第 ２ 受益者
第 ６ 条　信託の終了事由
第 ７ 条　信託財産の交付
第 ８ 条　受益権の譲渡・質入等
第 ９ 条　届出事項
第１０条　適用条項
 【本信託１約款　（抄※１）】
第 ３ 条　運用
第 ３ 条の ２ 　当社の銀行勘定との取引等　

※２
第 ４ 条　合同運用
第 ５ 条　信託の登記・登録等
第 ６ 条　元本補てん・予定配当率・利益補

足
第 ６ 条の ２ 　信託の分割等
第 ７ 条　租税・事務費用
第 ８ 条　収益金の計算日
第 ９ 条　利益処分・信託報酬・収益金の分

配等
※１　本信託１の特約に定めのない事項に

ついて本信託の１約款が適用されるこ
とを踏まえ、約款については、本信託
１特約に定めのない主要なものを記載

している。
※ ２ 　本信託１特約および本信託１約款に

おいて、「当社」とは受託者である信
託銀行を指す。

 【本信託 ２ 信託条項雛形　Form 201】
前文
FIRST	 指図による支払、能力喪失
	 （DIRECTED PAYMENTS, 

DISABILITY）
SECOND	 租税および費用
	 （TAXES-EXPENSES）
THIRD	 家族（FAMILY）
FOURTH	 ―
FIFTH	 配偶者のための信託

（MARITAL TRUST）
SIXTH	 バイパス・トラスト

（BYPASS TRUST）
SEVENTH	 管理規定（ADMINISTRA­

TIVE PROVISIONS）
EIGHTH	 受託者の権限
	 （TRUSTEE POWERS）
NINTH	 追加（ADDITIONS）
TENTH	 撤回権
	 （RIGHT TO REVOKE）
ELEVENTH	 適用法
	 （GOVERNING LAW）
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　見出しの違いとして、本信託１では一つの
信託が設定されることに対し、本信託 ２ で
は Marital Trust（FIFTH）および Bypass 
Trust（SIXTH）の二つの信託の設定が想定
されていることが挙げられる。
　本信託 ２ について、アメリカでは配偶者間
における財産の移転方法によって税負担が変
わるため、信託の目的に応じた投資をしつ
つ税負担の軽減を図りたいという点があり、
Bypass Trust は、保有資産が遺産税におけ
る控除額を超える夫婦において、その税負担
を軽減するために利用される。基礎控除は１
人あたり1,292万ドル、夫婦で2,584万ドルで
あるため、Bypass Trust を必要とする者は
相当な資産家となるといえる。本信託１の申
込金額は１契約あたり500万円から3,000万円
であるが、これと比較すると、本信託 ２ の信
託財産の金額は本信託１よりも非常に大きな
金額となることが想定される。
　本信託 ２ では、まず、同信託設定後、妻
が相続しない財産は Bypass Trust に移行
される。Bypass Trust による収益受益権は
妻に交付されるように設定されているが、
Bypass Trust に移行された財産は、妻の病
気治療等の一定の場合を除き、妻には交付
されない。次に、妻が死亡すると、Bypass 
Trust の財産は Marital Trust の財産と共
に委託者の子供に移転する。このときに
Marital Trust の資産は遺産税の対象となる
が、Bypass Trust の資産は遺産税の対象と
ならない。Bypass Trust の財産については、
収益受益権を除いて、妻は生前に利用するこ
とができなかったためである。このように、
Bypass Trust の財産については二次相続の
ときに遺産税を回避することができることか
ら、Bypass Trust と呼ばれる。

　本信託 ２ では、Marital Trust の元本の支
払いは受託者が委託者の妻の健康等のために
必要だと判断したときに行うこととされてお
り（FIFTH SECTION 1）、元本の支払いにお
ける受託者の裁量が定められている。これは
上述した税法上の考慮を反映したものである。
　なお、本信託 ２ の特徴として、委託者の妻

（第二受益者）における受益者指名権の範囲
が「my descendants」となっている点があ
る（FIFTH SECTION 3）。「my」は委託者
である夫を指しており、妻の受益者指名権の
範囲は委託者の直系卑属に限定される。他方、
限定された範囲とはいえ妻が受益者指定権を
有しているため、Marital Trust には配偶者
控除が適用される。すなわち、この条項は、
自己の財産を妻に移転しつつも妻の死後の財
産の移転先を自己の子や孫に限定したい（妻
の連れ子や妻の再婚相手との子には移転させ
たくない）、かつ、税負担の軽減も図りたい
という、委託者の意向を反映したものとなっ
ている。

【本信託 ２ 信託条項雛形　Form 201（抄）】
FIFTH:	 配偶者のための信託（MARITAL 

TRUST）
　SECTION 1:	元本の取崩し（PRINCIPAL 

INVASION）
　受託者は、私の妻に対し、受託者の知る
妻の他の収入を考慮しつつ、合理的な快適
さを伴った健康と扶養のために必要または
望ましいとされる額を、随時、元本から支
出することができる。
　SECTION 3:	遺言による限定された受益
	 者指名権（LIMITED TES­

TAMENTARY POWER 
OF APPOINTMENT）
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　以上に加えて、本信託１では信託財産の範
囲が金銭に限定されることのほか、法定相続
人の一人が第二受益者となり、二次相続まで
は考慮されていない。これに対し、本信託２
では信託財産の範囲が広く、妻だけでなく妻
の死後の子供への二次相続および税負担の軽
減も考慮している点が違いとしてあげられ
る。また、本信託１と異なり、本信託２では
委託者が信託を撤回する権利について独立し
て規定されている点も違いとして挙げること
ができる（TENTH）。

⑶　各信託の信託条項の違い
　本信託１と本信託２は、委託者が財産の一
部を自らの死亡後に法定相続人に円滑に承継
させるニーズに応える点では共通するもの
の、主に以下の点で違いがみられる。

　①　委託者による撤回・変更の権利の有無
　本信託１では、委託者兼第一受益者の死亡
時に信託財産の交付を定時定額で受領するこ
とになる第二受益者となるべき者は、本信託
１設定時に委託者によって指定される（本信
託１　特約 ５ 条１項）。そして、委託者は、
当該第二受益者を変更すること、および、他
の者を第二受益者となるべき者として指定す
ることできないとされている（同条 ４ 項）。
また、委託者は、本信託１の信託契約を撤回

できないものとされている（本信託１特約１
条 ２ 項）。
　遺言代用信託の特例である信託法90条は１
項において「委託者は、受益者を変更する権
利を有する。ただし、信託行為に別段の定め
があるときは、その定めるところによる。」
と規定するところ、本信託１特約 ５ 条は、信
託法90条１項但書に該当し、委託者の受益者
を変更する権利を制限している。これは、当
該制限により委託者による遺言等といった受
託者の関知しない方法による第二受益者の変
更を防止する趣旨である。受託者は、当該制
限によって、委託者の相続発生時に本信託１
設定時に定めた第二受益者に円滑に信託財産
を交付することが可能となる。
　一方、本信託 ２ では、「私は、受託者に交
付する書面（遺言書を除く）により、いつで
も本合意の全部または一部を変更し、また
は撤回することができる」と規定され、委
託者がいつでも信託条項の一部または全て
を修正または撤回できる権利を定めている

（TENTH）。
　これらの違いは、本信託１は遺言にはない
機能として、第二受益者の変更の制限による
受託者から第二受益者に対する信託財産の交
付の円滑化に意義があるのに対し、本信託 ２
は委託者の意思のみでいつでも撤回可能とい
う遺言と同様の効果を維持しつつ、検認手続
を回避すること等に意義があることによる差
異であると考えられる。
　また、本信託１では委託者の後見人による
権利行使についての規定は置かれていないの
に対し、本信託 ２ 信託では、「この権限は私
個人に専属し、私の未成年後見人、成年後見
人、代理人またはその他の者が行使すること
はできない」と規定されており、後見人によ

　私の妻が死亡した場合、Marital Trust
は、妻が本受益者指名権に明示で言及する
遺言により指定する権限、方法および割合
で、私の直系卑属とその配偶者、慈善、科学、
教育目的のために保持され、または、子孫
のうち１人もしくは複数の子孫または信託
に分配されるものとする。
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る委託者の信託の変更および撤回の権利行使
の禁止が明記されている（TENTH）。
　これは、わが国の信託法では後見人による
委託者の権利行使に関する規定がないのに対
し、UTC では撤回可能信託について後見人
による委託者の権利行使に関する規定がある
ことから（UTC 602条⒠項）、同信託におい
て後見人による当該権利行使を望まない場合
は信託行為に当該権利行使を禁止する旨を明
記しておく必要があることを反映したものと
思われる。

 【本信託 ２ 信託条項雛形（抄）】
　TENTH:	 撤回権（RIGHT TO REVOKE）
　私は、受託者に交付する書面（遺言書を
除く）により、いつでも本合意の全部また
は一部を変更し、または撤回することがで
きる。撤回に関係するいかなる信託財産も、
私が指示するとおりに私または第三者に譲
渡されるものとする。この権限は私個人に
専属し、私の未成年後見人、成年後見人、
代理人またはその他の者が行使することは
できない。

 【本信託１特約（抄）】
第１条（信託目的等）
　⑴　この信託契約の目的は、信託された
金銭を受益者のために利殖すること、およ
び、委託者の死亡後、委託者があらかじめ
指定した信託財産の受取人（以下「第 ２ 受
益者」といいます）に指定の方法により信
託財産を交付することを目的とします。
　⑵　委託者は、この信託契約を遡及的に
解除（撤回）することはできません。また、
遺言により解約の申し出をすることはでき
ません。
　＜中略＞
　第 ５ 条（第 ２ 受益者）
　⑴　委託者は、この信託契約の申し込み
の際に、当社所定の書面により、第 ２ 受益
者となるべき者を指定するものとします。
第 ２ 受益者は１名とします。
　⑵　第 ２ 受益者は、第１受益者（委託者）
が死亡したときに受益権を取得します（以
下この受益権を「第 ２ 受益権」といいます）。
　＜中略＞
　⑷　委託者は、遺言による方法も含めて、
第１項により指定した第 ２ 受益者を変更す

ること、および、第１項による指定後に他
の者を第 ２ 受益者となるべき者として指定
することはできません。ただし、第１項に
より指定した第 ２ 受益者が死亡した場合そ
の他やむを得ない事由のため、委託者から
お申し出があり、当社でこれを適当と認め
たときは、この信託契約の全部を解約し新
たな第 ２ 受益者の指定を行う信託契約締結
に応ずることがあります。
　＜以下略＞

　②　委託者が受託者となる場合を想定した
規定の有無

　本信託１では、信託銀行が受託者となる場
合のみが想定されている（本信託１約款１条
１項）。これは、本信託１の目的として、委
託者の相続発生時において法定相続人が遺産
分割協議を経ずに信託財産となっている金銭
の交付を可能とするものであることを反映し
たものということができる。
　本信託 ２ では、本信託１と同様、金融機関
が受託者となる場合が想定されているもの
の、本信託１とは異なり、委託者自身が受託
者となる場合についての条項例が用意されて
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いる（note）。
　上記の違いは、わが国では、信託銀行の実
務上、自己信託による遺言代用信託が想定さ
れていないのに対し、アメリカにおいて遺言
代用のための撤回可能信託が受託者が金融機
関となる形態だけでなく、委託者自身が受託
者となる自己信託の形態で用いられることを
表していると言える。

　③　判断能力喪失時の財産管理に関する規
定の有無

　本信託１では、委託者について成年後見が
開始された場合等には、成年後見人等が受託
者が定める届出事項について受託者に対し届
出を行う旨が規定されているが（本信託１約
款20条 ２ 項）、受託者は委託者の健康維持の
ために必要な支出を信託財産から行うことが
できるといった規定はない（26）。
　一方、本信託 ２ では、受託者は委託者の健
康維持等といった委託者の利益のために信託
財産から支払を行える旨が定められている

（FIRST）。これは、後見代替としての信託
利用の条項である。すなわち、本信託２では、
委託者の判断能力喪失時において、受託者が
委託者のために必要と考える積極的な支払が
可能となっている。また、委託者の判断能力
喪失の判断に関し、裁判所によらず委託者が
あらかじめ定める医師等によって委託者の判
断能力の喪失の有無を判断することが可能と
なっており（FIRST）。これにより、後見制
度が開始される法的な能力喪失の有無にかか
わらず、より幅広く、病気、精神的および身
体的な障害、または経済的な事由などによっ
て、委託者が適時かつ十分な理解を伴った判
断を下すことができなくなった場合に、後見
制度によらずとも、受託者は委託者のために
必要な支払等を行えるようになっている（支
払可能となる支出も後見制度を利用した場合
よりも広い範囲に及ぶ）。この規定により、
本信託 ２ は、後見制度や裁判所を回避し、委
託者が信頼を置く一人および医師の判断のみ
で後見代替信託へ移行することができる。
　上記の違いは、アメリカの撤回可能信託は
委託者の意思能力喪失時の財産管理も目的の
一つとされているのに対し、わが国の遺言代

 【本信託 ２ 信託条項雛形（抄）】
　信託の合意（TRUST AGREEMENT）
　私（JOHN DOE）は、20XX 年 X 月 X 日、
XX 信託の委託者として、ノーザン・トラ
スト社を受託者として本合意をする。
　※注：「私」とは委託者を指す。

【本信託 ２ 信託条項 note】
　委託者が本信託の当初受託者となる場
合、（ｉ）201-20頁に記載されている受託者
の交代による承継条項および201-36頁に記
載する代替的な遺言条項を使用し、また、

（ⅱ）以下を第１文と置き換えるものとす
る：
　私（JOHN DOE）は、20XX 年 X 月 X 日、
XX 信託の委託者として、自身を受託者と
して本合意をする。

 【本信託１約款（抄）】
　第１条　（信託目的、追加信託、受入証

券類の決済・不渡り）
　⑴　委託者は、証書面（通帳式の場合通
帳）記載の金銭（以下この信託約款にした
がい信託された金銭を「信託金」という）
を受益者のために利殖する目的で信託し、
当社は受託者としてこれを引受けました。 
　＜以下略＞
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用信託商品は判断能力喪失時の財産管理を直
接の目的としていないことに基づくものと考
えられる（27）。
　加えて、アメリカの撤回可能信託では、通
常、受託者の裁量権はかなり広めに認定され
ており、受託者が幅広い裁量権を行使する
ことで個別事情に対応しているとされる（28）。
本信託 ２ 信託条項雛形の FIRST は、受託者
が受益者の健康維持等のために必要と考える
支出を行える旨規定しており、これは、アメ
リカの撤回可能信託における受託者の幅広い
裁量権をあらわしているといえる。

　④　委託者の信託財産の交付に関する指図
権の有無

　本信託１では、信託財産の交付は第一受益
者である委託者が死亡したときに第二受益者
に対して行われるものとされている（本信託
１特約 7 条）。委託者生存中における委託者
の信託財産の交付に関する指図権は認められ
ていない。
　一方、本信託 ２ では、委託者の生存中は信
託財産の収益および元本全ての支払に対して
委託者の指図が及ぶこととされている（本信
託 ２ 信託条項雛形 FIRST）。
　上記の違いについて、本信託１では信託財
産に委託者のコントロールが及ばないように

 【本信託１約款（抄）】
第20条　（届出事項の変更、証書・通帳の

再発行）
　＜中略＞
　⑵　委託者、その相続人または受益者に
ついて、家庭裁判所の審判により、補助・
保佐・後見が開始された場合もしくは任意
後見監督人が選任された場合には、直ちに
成年後見人等または任意後見人の氏名その
他当社が定める事項を書面によって取引店
にお届けください。すでに補助・保佐・後
見の審判を受けている場合または任意後見
監督人が選任されている場合、もしくはこ
れらの届出事項に取消または変更等があっ
た場合も同様にお届けください。
　＜中略＞
　⑸　第１項および第 ２ 項の場合、当社は、
信託金もしくは収益金の支払いまたは証書

（通帳式の場合通帳）の再発行を当社所定
の手続をした後に行います。この場合、相
当の期間をおき、また、保証人を求めるこ
とがあります。

 【本信託 ２ 信託条項雛形（抄）】
FIRST:	 能力喪失（DISABILITY）
　私が自分の事柄を処理できないときは、
受託者は、いつでも信託財産の収益および
元本から私とその扶養家族のために合理的
な快適さを伴った健康と扶養のために必要
または望ましいとされる金額を使用し、ま
たは、受託者が私のために最善の利益と考
えるその他の目的のために使用することが
できる。
　本合意において、私が法的に能力を喪失
した場合、または、病気、精神障害もしく
は身体障害のために金銭的な諸問題につい
て迅速かつ知的に検討する能力を喪失した
場合、私は自分の事柄を処理できないもの
とする。私の能力の喪失に関する判断は、
XX および私の医師、または、それらの者
のうちのいずれか生存している者が行うも
のとし、受託者はその判断を通知する書面
に依拠することができる。
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する点に意義があるのに対し、本信託２では
委託者の生存中は信託財産について委託者の
コントロールが及ぶようにしている点の違い
が反映されているといえる。

は委託者の生存中は信託財産について委託者
のコントロールが及ぶようにしている点の違
いが反映されているといえる。

 【本信託１特約（抄）】
第 ７ 条（信託財産の交付）
　＜中略＞
　⑵　第１受益者（委託者）の死亡により
第 ２ 受益権を取得した第 ２ 受益者は、当社
所定の方法により信託財産の交付請求をす
るものとします。
　＜以下略＞

 【本信託 ２ 信託条項雛形（抄）】
FIRST:	 指図による支払
	 （DIRECTED PAYMENTS）
　私が生存している間、受託者は、私が指
図するとおりに、私または第三者に対して
信託財産の収益および元本の全てまたは一
部を支払うものとする。

　⑤　信託財産の運用権限の有無
　本信託１は指定運用の金銭信託であり、信
託財産の運用権限は受託者にある（本信託約
款 ３ 条１項）。
　本信託 ２ では、委託者が生存しており、か
つ、判断能力を喪失していない間、委託者が
信託財産の運用権限を有する（本信託 ２ 信託
条項雛形 SEVENTH SECTION 19⒜）。委託
者の運用権限行使による信託財産の毀損につ
いては、受託者は免責される（同 SECTION 
19⒝）。
　上記の違いについても、本信託１では信託
財産に委託者のコントロールが及ばないよう
にする点に意義があるのに対し、本信託 ２ で

 【本信託 １ 約款（抄）】
第 ３ 条（運用）
　⑴　当社は、利息等の安定的な収入の確
保により信託財産（「信託財産」とは信託
金およびその運用その他の事由により取得
した財産をいう。以下同じ）の成長を図る
ことを目的として、信託財産を次の各号に
掲げる財産に運用します。
　＜以下略＞

 【本信託 ２ 信託条項雛形（抄）】
SEVENTH:	管理規定

（ADMINISTRATIVE PRO­
VISIONS）

　以下の規定は、本合意に基づく信託財産
および各信託に適用するものとする。
　SECTION 19:	委託者の投資権限

（SETTLOR’S INVEST­
MENT POWERS）

　受託者の一般的な投資権限にかかわら
ず、私が生存しかつ私の事柄を処理する能
力を喪失しない限り
　⒜　私は、信託財産の保持および売却、

また信託元本による資産の購入を指
図する権限を持つものとする。

　⒝　＜中略＞
　本条に基づいて行為しているという受託
者の表明は、受託者と取引を行う全ての者
を完全に保護する。受託者は、本条に基づ
いてした行為の結果として生じる損失につ
いて一切の責任を負わないものとする。
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　⑥　小　　括
　前述のとおり、本信託１と本信託 ２ の契約
書を比較すると、主に、委託者による撤回・
変更の権利の有無、委託者が受託者となる場
合を想定した規定の有無、および、判断能力
喪失時の財産管理に関する規定の有無につい
て違いがあるといえる。また、本信託１では
信託設定後に委託者の信託財産に対するコン
トロールが及ばないのに対し、本信託 ２ では
信託設定後も信託財産に対するコントロール
が及ぶ点が大きく異なっている。これらの違
いは、本信託１が委託者の相続発生時におい
て遺言によらずに金銭を交付する機能を提供
することを目的としているのに対し、本信託
２ は委託者の遺言代替および判断能力喪失時
の財産管理をも目的としていることなどに起
因するものと考えられる。

５．　おわりに

　アメリカにおける信託のあり方は多様であ
り、今回の検討はあくまで一つの信託雛型を
検討したにとどまる。しかし、アメリカの遺
言代替信託の実務においては、委託者から配
偶者への財産承継と、夫婦（同性カップルも
含む）から子への財産承継とを組み合わせた、
日本流にいえば、遺言代用信託と受益者連続
型信託を組み合わせた形をとるのがかなり一
般的であることが伺える（29）。アメリカでは、
後見代替も受益者連続型信託の中に位置づけ
られるため、日本のように信託代理人をつけ
ることは稀で、むしろ前後の受益者による信
託のエンフォースを期待するといった信託実
務も、ここから伺える。アメリカでは、信託
合意の定めは信託実体法や税法をにらみなが
ら起草されるし、逆に信託関係法や税法も、

信託実務とそこからの要望をふまえる形で変
容してきた。
　今回のアメリカの信託合意の検討は、直ち
に日本の信託法や信託実務に引き直すことは
できない。しかし以上の検討は、信託実務が、
信託実体法、業法等の規制立法、税法など関
連法規と密接な関係をもって展開しているこ
とも示唆する。日本でも民事信託や家族信託
への関心が高まる中で、信託法の遺言代用信
託の定め（信託法90条）、信託業法による規
制のありかた、税法が受益者連続型信託にと
って禁圧的であること（30）、など信託の活用
と関係法制とのミスマッチも指摘されつつあ
る。信託法と実務のありかたを、具体的な信
託合意の定めや関係法制と照らし合わせつつ
検討することは、今後も意義をもってくるよ
うに思われる。

補論．エステートプラニング・ガイドブ
ックとの比較―受託者の定めを中心に

　アメリカの撤回可能信託の雛形について
は、金融機関の作成した雛形である Form 
201のほかに、エステートプラニングの実
務家によるガイドブックとして、Frederick 
K Hoops, et al., Family Estate Planning Guide 

（Thomson Reuters 4th ed., 1998-2020）があ
り、同書の付録に撤回可能信託の雛形が収録
されている。以下では、補論として、アメリ
カの撤回可能信託に関する参考情報として、
Hoops 雛形と Form201とを比較する。また、
本論で取り上げた Marital Trust と Bypass 
Trust について、アメリカの連邦税法におけ
る基礎控除も踏まえて概説する。
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Ⅰ．受託者の交代
　Hoops 雛形と Form 201との間にはいくつ
か違いがあるが、その一つが受託者の交代、
すなわち受託者の辞任と任命の規定である。
Hoops 雛形は、当初の単独受託者を委託者
自身としている。委託者が死亡した場合に
は、委託者の配偶者が受託者に任命される

（Article TWO Section B）。Hoops 雛形の規
定は必ずしも明確ではないが、撤回可能信託
では、受託者の追加は容易である。委託者が
死亡するか判断能力を失うまでに、複数の受
託者が共同受託者として任命されることが想
定される。
　Hoops 雛形も、Form 201と同様に、受託
者は委託者への書面での通知か、委託者が
死亡している場合には現存の受益者への書
面での通知で辞任できるとしている。ただ
し、Hoops 雛形では、Form 201と異なり、
辞任は通知の到達から30日後に効果を生ずる

（Article TWO Section C）。受託者の辞任に
は、コモン・ローの伝統では裁判所の許可を
要したが、アメリカでは徐々にその要件が緩
和されてきている。第 ３ 次信託法リステイト
メントは受益者の同意を要するに留め、さら
に UTC は受益者、委託者、共同受託者への
30日前の通知でよいとしている（UTC 705
条）。UTC のコメントは、こうした要件の緩
和は、一般的な信託行為の規定に倣うものと
説明している。Hoops 雛形は UTC に沿うも
のであり、Form 201は30日前の要件を省略
する点で、さらに辞任の要件を緩和する立場
がとられている。
　Form 201には受託者解任の規定は置かれ
ていない。Hoops 雛形では、自然人受託者に
ついては解任・交代の定めはおいていないが、
法人受託者については、現在受益を受ける権

利を有する受益者の過半数によって、解任で
きるとされている（Article TWO Section E）。
受託者の解任は、本来は裁判所が関与する重
い手続によらなければならない（UTC 706
条）。Hoops 雛形からは、自然人受託者と法
人受託者に対する期待の違いを推察すること
ができる。受益者が自然人受託者を解任でき
ない、ということは、委託者が選任した受託
者は辞任するまで存続し、委託者が信託の運
用分配を託した人が受益者の意向に優越する
ことを示唆する。これに対して、法人受託者
は受益者によって解任できる、ということは、
法人受託者に対しては専門的技量ではありな
がら、代替可能な能力が期待されていること
を示唆する。

Ⅱ．信託の規模
　Form 201は、Marital Trust と題されてい
るように、配偶者間の財産承継が重要な位
置を占めている。加えて内容をみると、子
への財産承継についても定めがおかれてい
る。この点で重要なアメリカ連邦税法の特徴
は、基礎控除が1,292万ドル（2023年）と大
きいことと（31）、配偶者への財産承継に遺産
税が課税されないことである。Form 201も、
Marital Trust と Bypass Trust への分割な
ど、アメリカの連邦税法における基礎控除を
最大限に活用することを目的とした規定が多
い。
　このことはいくつかの含意を伴う。配偶者
への基礎控除の承継を念頭に置くということ
は、いずれかの配偶者の財産が基礎控除を超
える可能性が一定程度あることを意味する。
すなわち、Form 201を用いる信託の財産の
規模は1,292万ドルを超える可能性が高く、
配偶者を合わせると2,584万ドルの規模も想
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定される可能性がある。これは１ドル100円
としても25億8,400万円であり、日本の遺言
代用信託が想定する3,000万円の上限と比べ
ると、格段に大きいことを示唆する。資産の
規模が違えば、資産の投資・運用のありかた、
裁量権を誰が保有するか、委託者が裁量権を
保有する場合に能力が低下した場合の扱いな
ど、信託の様々な側面について異なる考慮が
及びうる。基礎控除という租税政策の違いが、
日米における信託サービスの規模に大きな差
を生じさせている、という含意を導くことも
許されよう。
　なお、Hoops 雛形では、Marital Trust と
Bypass Trust の分割など、配偶者への財産
承継に関する税法の考慮は目立たない。ここ
からは、Form 201の想定する信託が、Hoops
雛形で想定する信託よりも大きな規模である
ことが推測される。このことは、Form 201
が法人受託者の活用を想定するのに対し、
Hoops 雛形が家族信託的な色彩が強いことと
対応しているかもしれない。ただし、Hoops
雛形も、後述の QTIP 信託の適用を想定す
る条項を置いており、Form 201との違いを
あまり強調すべきでないかもしれない。ま
た、2011年の税法改正により、基礎控除が配
偶者への財産承継とともにも承継されること
とされたため、多くの場合 Marital Trust と
Bypass Trust に分割する必要性は減じたと
される。

Ⅲ．Marital Trust と Bypass Trust の概要
⑴　Marital Trust
　既に述べたとおり、Form 201は委託者
の死亡とともに、Bypass Trust と Marital 
Trust とに分割される。このうち Marital 
Trust は配偶者への財産移転に対する課税が

なされない税法上の規定（配偶者控除）を活
用することを目的としたものである。

　①　配偶者控除と基礎控除
　配偶者間の財産移転は、その額の多少を問
わず、贈与税や遺産税の対象にはならない

（内国歳入法典2056条）。これは、夫婦は経済
的に一体のものとみなすものであり、またア
メリカの夫婦財産制度が大きく夫婦共有財産
制の州と夫婦別産制の州に分かれているとこ
ろ、そこでの差異を生じさせないためのもの
でもある（32）。このルールを実質として見る
と、先に死亡した配偶者の遺産のうち、生存
配偶者に移転された財産については、生存配
偶者が死亡するまで贈与税や遺産税の課税が
繰り延べされることを意味する。生存配偶者
の保有する財産が相対的に少なければ、生存
配偶者の基礎控除額も利用することができ
る。
　Form 201で委託者の死亡した後に二つの
信託が設定されているのは、基礎控除と配偶
者控除を最大限に活用しようという意図によ
るものである。Bypass Trust は、配偶者に
移転されず、すなわち配偶者をバイパスする
形で財産移転がなされるもので、これは典型
的には基礎控除の枠内で設定される（Form 
201 SIXTH）。Marital Trust はその残りであ
り、配偶者控除を介した課税の繰り延べと、
可能であれば生残配偶者の基礎控除の利用が
図られる（Form 201 FIFTH）。

　②　終了可能性のある財産権について控除
を認めないルール

　配偶者控除は、財産権の移転を受けた生存
配偶者が、生前に費消または処分すること
を想定している。費消されてしまえば課税
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はないが、配偶者が処分すればその時点で
課税がなされる。この趣旨に照らせば、配
偶者が生前に費消も処分もせずに終了する
ような財産権は、配偶者控除は認めるべき
ではないことになる。これを、「終了可能性
のある財産権について控除を認めないルー
ル nondeductible terminable interest rule」
という（内国歳入法典2056条⒝⑴；以下
terminable interest を「終了可能権」という）。
　終了可能権は控除できないというルールに
は、 ５ つの例外がある（内国歳入法典2056条
⒝⑶、⑸、⑹、⑺）。Form 201が活用するのが、
適格終了可能権財産（Qualified Terminable 
Interest Property （QTIP））とよばれる例外
である（内国歳入法典2056条⒝⑺）。
　この例外は、被相続人が生存配偶者に遺産
を実質的に処分する権限を与えつつ、生存配
偶者の死後の財産処分については一定の制約
を課すことを許容したものである。被相続人
は、生存配偶者に処分権を与えたいとしても、
生存配偶者の連れ子や、被相続人の死後に生
存配偶者が結婚した相手に財産が渡ることは
避けたいと思う場合がある。こうしたニーズ
に応えるため、終了可能権でも次の ２ つの条
件を満たす場合には、配偶者控除が認められ
る。 ２ つの条件とは、I 生存配偶者が生涯
にわたってすべての収益を受け取る権利を有
し、毎年かまたはより高い頻度で分配がなさ
れ、かつ信託財産が収益を生ぜしめるもので
あるか、配偶者が受託者に対し収益を生ぜし
めるものにするよう強制することができるこ
とと、Ⅱ 配偶者を含めていかなる者も、配
偶者の生存中に配偶者以外の者に受益者指名
することができないこと（内国歳入法典2056
条⒝⑺Bⅱ）である。
　Form 201は、委託者の遺言執行者または

受託者が QTIP を選択できるものとしている
（FIFTH SECTION 2）。このため、収益につ
いて、妻の生存中は四半期ごとに支払いを行
うこと、と上記の条件Iに対応する規定を置
いている（FIFTH SECTION 1）。元本につ
いては、受託者に一定の基準の下で裁量権が
与えられている。受託者は、妻の他の収入を
考慮しつつ、合理的な快適さを伴った健康と
扶養のために必要または望ましいとされる額
を、元本から支出できるとしている（FIFTH 
SECTION 1）（33）。受託者の裁量により、妻
による処分権限が制約されているが、妻以外
の者に分配されない点で、条件Ⅱも満たされ
る。
　なお、配偶者を信ずることができれば、
QTIP 信託を用いる必要はない。Form 201
も QTIP 信託の代わりに配偶者に Bypass 
Trust に残す以外の財産をすべて与えてしま
う代替条文を準備している（note 7）。また、
配偶者に生涯権と一般的な受益者指名権を与
えることも可能である（note 10、内国歳入
法典2056条⒝⑸）。

　③　妻の受益者指名権
　妻が死亡すると、典型的には子への財産承
継が生じ、遺産税の支払い義務が生ずる。配
偶者控除は、その意味で節税ではなく、課税
の繰り延べである。QTIP が選択されていれ
ば、配偶者の死後の残余権については、委託
者がかなり自由に設定できる。
　Form 201は、妻が死亡した場合には、
Marital Trust の信託財産は、委託者の直系
卑属およびその配偶者、ならびに慈善、科学
または教育目的のうち一つまたはそれ以上に
対し、妻が遺言で指定する受益者ないし公益
のために信託されるか分配されるものとして
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いる（FIFTH SECTION 3）。子供とチャリ
ティの間で、どのように財産を分配するかに
ついて、基本的には配偶者に判断を委ねる受
益者指名権である。ただし、指名の対象が委
託者の直系卑属（my descendants）とされ
ているため、配偶者の連れ子や第二の結婚に
よる配偶者や子に分配されることはない。た
だし、妻への信頼がもっと低いのであれば、
こうした受益者指名権を与えないことも可
能である。この場合、Marital Trust の信託
財産は、Bypass Trust に支払われる（note 
13）。

⑵　Bypass Trust
　Marital Trust は、配偶者控除を利用する
ため、受益者は配偶者でなければならなか
ったが、Bypass Trust にはその制約がない。
このため、Bypass Trust は、配偶者と子を
ともに受益者としている。

　①　収益と元本
　収益は、Marital Trust 同様、 ４ 半期ごと
に妻に支払われる（SIXTH SECTION 1）。
妻に加えて子にも収益を分配する定めにする
ことも可能である（notes 16, 17）。
　元本からの支払いも、受託者に一定の基
準を示しつつ裁量権を与える点は、Marital 
Trust と似ている。妻の他の収入を考慮しつ
つ、合理的な快適さを伴った健康と扶養のた
めに必要または望ましいとされる額が、元本
から支出できる。加えて、Marital Trust と
異なり、委託者の子であって妻に依存する者
の合理的な快適さを伴った健康と扶養、およ
び教育（いわゆるポスドクも含む）のために
必要または望ましいとされる額についても、
元本から支出できる（SIXTH SECTION 1）。

ただし、元本から妻への支払いは、まずは
Marital Trust からなされ、Marital Trust の
信託財産の売却可能な財産を尽くしてから、
Bypass Trust の元本からの支払いがなされ
ることになる。

　②　妻の死亡と信託財産の分配
　妻が死んだ場合には、Marital Trust と同
様に、対象を委託者の直系卑属とチャリティ
に限定する形であるが、妻の遺言による受益
者指名権に従った分配か信託設定がなされる
旨の定めがある（SIXTH SECTION 2）。受
益者指名権を妻に与えるか否かは、委託者の
自由である（notes 19, 20）。
　妻が受益者指名権を行使しなかった場合
は、Bypass Trust の信託財産を子の数で
均等に分割し、それぞれの子を受益者とす
る信託に分配するものとされる（SIXTH 
SECTION 3）。この点については、様々な定
めがあり得る（notes 21-24）。子への収益の
支払いと元本からの支払い（SECTION 4）、
子による引き出し（SECTION 5）、子による
受益者指名権（SECTION 6）が定められる。

【注】

⑴　例えば、八谷博喜「家族を受託者とする信託（民事
信託）の現状とその課題」信託法研究45号15頁以下

（2021年）。
⑵　アメリカで撤回可能信託が設定される目的につい

て、大塚正民＝樋口範雄編著『現代アメリカ信託法』
82頁以下（有信堂高文社、2002年）［沖野眞已］を参照。

⑶　溜箭将之「アメリカにおける財産承継の動態―統一
遺産管理法典と検認対象外財産承継」道垣内弘人編

『各国における遺言執行の理論と実態』159頁以下参
照（トラスト未来フォーラム、2020年）。

⑷　撤回可能信託が撤回不能信託と比べて必ずしも税制
上有利といえないことについて、溜箭将之「委託者
による信託支配―英米比較」樋口範雄＝神作裕之編

『現代の信託法―アメリカと日本』27-28頁（弘文堂、
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2018年）参照。
⑸　具体的な取組みの内容について、「第二期成年後見

制度利用促進基本計画」令和 ４ 年 ３ 月25日閣議決定
（https://www.mhlw.go.jp/content/000917303.pdf）
を参照。

⑹　わが国では、信託を設定すると信託財産の所有権が
受託者に移転し当該信託財産の名義が受託者となる
ことから、委託者となる高齢者の意識として、判断
能力があるうちに自己の財産が他人である受託者名
義になることに対する抵抗感があるともいわれてい
る。そこで、わが国においても、自己の財産が他人
である受託者名義になることを避けるために委託者
である自らが受託者として管理すると共に第一受益
者となり、判断能力喪失後は後継受託者に信託財産
を管理させ、死亡後は自らがあらかじめ指定した第
二受益者に財産を給付させる信託を設定できるか否
かという問題が論じられている。すなわち、自己信
託（信託法 ３ 条 ３ 号）による遺言代用信託の設定は、
信託法90条 ２ 項が第二受益者について「委託者が死
亡するまでは、受益者としての権利を有しない」と
規定していることとの関係で、受託者が受益権の全
部を固有財産で有する状態となり、信託の終了（信
託法163条 ２ 号）を生じさせるのではないかが問題
となり得る。この点については、田中和明編『信託
の80の難問に挑戦します！』（日本加除出版、2021年）
204-208頁［田中和明］、および、能見善久「Ⅱ信託
を用いた財産管理・財産承継の機能　遺言代用信託」
トラスト未来フォーラム編『信託その他制度におけ
る財産管理継承機能』44-46頁（トラスト未来フォ
ーラム、2021年）等で検討されている。一定の要件
を満たせば自己信託による設定も可能とする余地が
あると考えられる。

⑺　大塚＝樋口編著・前掲（注 ２ ）101-102頁［沖野］。
⑻　大塚＝樋口編著・前掲（注 ２ ）106頁［沖野］。
⑼　寺本昌広『逐条解説　新しい信託法［補訂版］』256

頁（商事法務、2008年）。
⑽　寺本・前掲（注 ９ ）257頁。
⑾　Uniform Guardianship, Conservatorship, and other 

Protective Arrangements Act § 414⑸ （American 
Law Institute 2017）.

⑿　David J. Feder & Robert H. Sitkoff, Revocable 

Trusts and Incapacity Planning: More than Just a Will 

Substitute, 24, ELDER L.J. 1, 40 （2016）.
⒀　後述するノーザン・トラスト社の form 201におい

ても、委託者の判断能力が低下した場合、受託者は

信託財産を委託者兼第一受益者のために支出するこ
とができるとされる反面、第二受益者のための支出
は想定されていない（FIRST）。第二受益者による
受託者の監督を想定したものと考えられる。

⒁　能見・前掲（注 ６ ）49頁。
⒂　田中和明編著『新類型の信託ハンドブック』239頁（日

本加除出版、2017年）［佐久間亨］。
⒃　債権者による差押えのほかに、第二受益者が死亡し

たときの相続も問題となる。
⒄　なお、元本保証のある金銭信託は預金保険制度の対

象とされる。
⒅　受益者の変更ができないことに着目すると、本信託

１は、遺言者による自由な撤回が認められる遺言よ
りもむしろ死因贈与に近いということができる。信
託は本人の意思に基づく財産の承継を可能とする仕
組みであるが、一言に財産の承継と言っても、その
動機や実現のためのスキームは様々であり得る（小
出篤「『遺産動機』実現スキームとしての信託」前
田重行＝神田秀樹＝神作裕之編『前田庸先生喜寿記
念　企業法の変遷』151頁以下（有斐閣、2009年）
参照）。本信託１のような金融商品を信託銀行等が

「遺言代用」の信託として提供する場合には、目的
適合的な商品やサービスを勧める観点から、民法上
の遺言とは異なることを示す必要があると思われ
る。

⒆　本信託１のほかに、積立投資と一括交付型も提供さ
れている。当該信託では金銭信託における信託財産
の一部が投資信託の購入に充てられるため投資とし
ての機能も有する。もっとも、当該信託の金銭信託
は元本補てん契約に基づき元本が保証されるため、
投資信託の購入に充てられていない信託財産につい
ては本信託１と同様に元本が保証される。

⒇　寺本恵「遺言代用信託を巡る近年の状況について」
信託フォーラム ２ 号57-59頁（2014年）。

�　アメリカのシカゴに本社を置く世界的な資産管理銀
行および資産運用会社であり、企業・機関投資家に、
信託、証券保管、資金管理、投資業務アウトソーシ
ング、有価証券貸付、証券仲介、投資リスク・業績
分析のほか、銀行業務を展開している。また、個人
資産家に、信託、資産運用・管理、財務コンサルテ
ィング、遺産管理、証券仲介、プライベートバンキ
ングなどのサービスを提供している。

�　Northern  Trus t  Corpora t i on ,  F O R M  2 0 1 

REVOCABLE TRUST AGREEMENT One Settlor-

Fractional Share Marital （2014）, 
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	 https://www.northerntrust.com/documents/
wealth-advisor/forms/pdf/Form_201.pdf?bc= 
25449120.

�　Northern  Trus t  Corpora t i on ,  F O R M  2 1 0 

REVOCABLE TRUST AGREEMENT One Settlor-Plural 

Trustees Bank as an Initial Trustee（2004）, 
	 https://www.northerntrust.com/documents/

wealth-advisor/forms/pdf/Form_210.pdf?bc= 
25449120.

�　Northern  Trus t  Corpora t i on ,  F O R M  2 11 

REVOCABLE TRUST AGREEMENT One Settlor-Plural 

Successor Trustees Settlor as Initial Trustee（2004）, 
	 https://www.northerntrust.com/documents/

wealth-advisor/forms/pdf/Form_211.pdf?bc= 
25449120.

�　UTC705条⒜項によれば、受託者は適格受益者・委
託者・共同受託者全員に通知する方法によって辞任
することができる。日本においては、受託者の辞任
について原則として委託者および受益者の同意が必
要とされていることと比較すると（信託法57条１
項）、アメリカでは受託者が簡単に辞任できるよう
になっている。

�　信託行為に定めに基づいて受託者が支出行為をする
ことや、さらに進んで受託者が支出の原因行為とし
て第三者との間で契約を締結することは可能であ
る。例えば、信託銀行の実務上、土地信託の受託者

である信託銀行は、信託財産である土地上について
建築請負契約を請負業者との間で締結することがあ
る。ただ、健康維持のために例えば病院との間で医
療契約を締結することができるかについては、自己
決定の尊重や健康保険制度等との関係も踏まえて慎
重に検討する必要があると考えられる。

�　もっとも、前述したとおり信託銀行が提供する遺言
代用信託に係る商品にはバリエーションがあり、中
には委託者の判断能力喪失時の財産管理を目的とし
ているものも存在する。

�　金盛峰和「遺言代用信託の実務と今後の可能性」新
井誠＝神田秀樹＝木南敦編『信託法制の展望』416-
417頁（日本評論社、2011年）。

�　Hoops, supra note, at 13-7 （“The gift and estate 
tax marital deductions are probably the single 
most commonly used tools in family estate 
planning.”）.

�　佐藤英明『新版 信託と課税』438-439頁（弘文堂、
2020年）。

�　https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-
self-employed/estate-tax.

�　Hoops, supra note, at 13-5; Sitkoff, supra note, at 
967.

�　これが、元本または収益を引き出し第三者に移転で
きる唯一の手法だとされる。Hoops, supra note, at 
13-63; IRS §2519.
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４．　おわりに

信託業務における電子署名の利用の検討

１．　はじめに

　新型コロナウイルス感染防止への対応が求
められる中において、近年、テレワーク推進
の足枷の一つとして契約書等への押印のため
に職場に出社するという制約があることが再
認識された。このような制約への対応として、
新しい技術である電子署名が有力な選択肢と
なっている。令和 ２ （2020）年 ６ 月19日に内
閣府、法務省および経済産業省の連名により
公表された「押印についての Q&A」におい
ては、契約について書面の作成およびその書
面への押印は特段の定めがある場合を除いて
必要な要件でないとされている（1）。また、同
年 ７ 月 ２ 日に規制改革信推進会議から公表さ
れた「書面規制、押印、対面規制の見直し」
においては、金融関連手続きにおける押印不
要化や電子化等に向けた取組みが求められて
おり（2）、信託業務を取り扱う信託銀行・信託
会社（以下「信託銀行等」という）において

も検討が進められている状況にある。
　信託業務においては、書面による信託契約
を電子署名を用いた契約（以下「電子契約」
という）に置き換えることによって、押印、
製本、印紙添付、郵送、原本保管といった業
務削減の効果が委託者と受託者の双方に期待
される。加えて、電子契約ベンダーが提供す
るサービスは、電子署名及び認証業務に関す
る法律（以下「電子署名法」という）に沿っ
た対応が前提となっており、標準的なサービ
スであっても、法律上、契約が非改ざんであ
り真正なものとみなされるといったメリット
もある。
　信託銀行等が電子契約を導入するにあたっ
ては、業務の適正な遂行のため、従来の書面
による契約を前提とする水準と同程度の本人
確認がなされるような実務運営を検討する必
要がある。また、電子署名は契約書以外にも
利用できることから、例えば、信託の様々な
場面で用いられることがある指図に電子署名
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を利用することもできるが、権限のない者の
指図によって信託財産が不正に外部に流出す
るリスクが増大しないようにする必要があ
る。そのほかには、電子署名については第三
者であるベンダーが提供する仕組みを利用す
ることも踏まえ、電子署名を利用した結果と
して損害が生じた場合の取扱いや、コスト負
担も検討課題となる。
　本稿では、はじめに電子契約の仕組みを整
理した上で、信託業務において電子署名を利
用するときに生じる以上の問題を取り上げて
検討することとしたい。なお、以下では株式
会社が委託者となる場面を念頭に置いた検討
を行う。

２．　電子契約の仕組み

⑴　電子契約の意義・締結
　電子契約は、書面による契約と同等の証拠
力を有しつつ、押印、製本作業、印紙添付、

正本送付、原本保管が不要になるというメリ
ットがある（3）。また、株式会社においては担
当者が調印のために出社する必要があった
り、テレワークにより調印が進まないといっ
た制約も緩和されることが期待される。
　電子署名の利用が想定される場面として
は、信託契約の締結に利用することがまず考
えられる。書面による契約および電子契約の
基本的なフローは以下の通りである。書面に
よる契約における④から⑩の手順では契約書
原本の郵送から回収に １ 〜 ２ 週間を要してい
たものが、電子契約では最短１日から数日で
完了する。この違いは、書面による契約では
契約書原本を作成し、郵送などで物理的に回
付して調印するが、電子契約では電子契約プ
ラットフォームを通じて契約書データを回付
し、調印ではなく電子署名を行うことで改ざ
んされていないことを証明するという仕組み
の違いに起因する。

＜書面による契約と電子契約のフロー（信託契約の場合）＞

書面による契約 電子契約

①　受託者による委託者の本人確認（口座開設）
手続き

②　受託者は委託者から印鑑届を徴求
③　契約当事者間で契約内容を協議
④　契約案確定後、契約当事者内でそれぞれ稟議/

決裁
⑤　受託者が契約書原本を製本
⑥　契約書原本へ受託者分の印紙添付、調印
⑦　受託者から委託者へ契約書原本を郵送
⑧　契約書原本へ委託者分の印紙添付、調印
⑨　委託者は委託者分の契約書原本を保管
⑩　委託者から受託者へ受託者分の契約書原本を

郵送
⑪　受託者は受領した契約書原本の印鑑照合を実

施
⑫　受託者は受託者分の契約書原本を保管

①　受託者による委託者の本人確認（口座開設）
手続き

②　契約当事者間で契約内容を協議
③　契約案確定後、受託者は契約書データ電子契

約プラットフォーム上で回付
④　委託者は受託者へ事前連携したメールアドレ

スを通じて、電子契約プラットフォームを利用
⑤　契約当事者内でそれぞれ稟議 / 決裁
⑥　契約当事者内の電子署名権限者が電子署名実

行（印影不要）
⑦　契約当事者全ての電子署名実行により、電子

証明書付き契約書データが完成
⑧　電子証明書付き契約書データはクラウドサー

バーに自動保管
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　以上のフローを項目ごとに整理すると、次の通りである。

　契約のほかにも、信託の設定後において、
委託者等が行う指図に電子署名を利用するこ
とが考えられる。例えば、資産運用を目的と
する信託においては、投資のための運用指図
のほか、信託契約の一部解約を行うための指
図、例えば国内債券と株式の比率についての
運用ガイドラインの指図などに用いられる。
その他にも、指図は、信託の中で発生した特
別な費用の支払や特別な給付を指示するとき
に用いられることがある。このような委託者
等による指図の意思表示の場面で、電子契約
プラットフォームを利用することで、その指

＜書面による契約と電子契約の比較＞

書面による契約 電子契約

締結方法 原本への押印／署名 電子ファイル＋電子署名

作成方法 確定版印刷・製本 確定版ファイル（PDF 等）

回付方法 郵送／持参 インターネット

保管方法（4） 原本（及び電子データ）保管 サーバー保管

印紙 必要 不要

証拠力 あり あり

照合／確認方法 印鑑照合 電子証明書／タイムスタンプ

図に関する本人性と内容の非改ざん性を確保
することは可能である。
　例えば、有価証券の売買における委託者か
ら受託者に対する指図について、書面による
指図のフローと電子署名を活用した指図の基
本的なフローは以下の通りである。電子署名
による場合、予め指図の方法や電子署名によ
る範囲を取り決める必要があるが、その後は、
売買指図書を FAX によらず電子契約プラッ
トフォーム上で送付することができるように
なる。

＜書面による指図と電子署名による指図フロー（有価証券の売買指図書の例）＞

書面による指図 電子署名による指図

①　受託者は運用者（兼委託者）から印鑑届を徴
求

②　運用者が有価証券の売買を実施
③　運用者は信託財産の運用に関する売買指図書

を作成
④　運用者は売買指図書に印鑑届により届出た印

鑑を押印
⑤　運用者は売買指図書を FAX で受託者（資産

管理銀行）に送付

①　受託者は運用者（兼委託者）から印鑑届を徴
求

②　契約当事者間で「電子契約プラットフォーム
による指図に関する覚書」の内容を協議

③　覚書案確定後、契約当事者内でそれぞれ稟議
／決裁

④　運用者は、「電子契約プラットフォームによ
る指図に関する覚書」に届出印を押印して契約
を締結
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　もっとも、指図を受ける受託者（信託銀行）
側にとっては、後述のようにとりわけ免責規
定を置くことを前提とすれば、あえて電子署
名の方式を用いなくても、たとえば信託銀行
自身が ID と PW を発行し、その ID と PW
を指図側が利用した以上は、その盗用などが
あったとしても信託銀行は責任を負わない旨
の免責規定を置くことで、本人確認の義務を
果たしたといえる場面もありうる。ベンダー
の提供する電子契約プラットフォームを利用
して電子署名を行う必要がある指図は、ある
程度、限定されると考えられる（5）。

⑵　電子契約の主な類型
　電子契約には、主な類型として、当事者型

（リモート署名）と立会人型の ２ 種類（6）があ
る。当事者型は、ベンダーが各署名者の本人
確認を行い、本人同士がベンダーから発行さ
れた電子証明書を用いて電子署名を行う。こ
れに対し、立会人型は、本人の指示に基づい
てベンダーにおいて文書に電子証明書を付す
ものである。
　当事者型と立会人型とでは、電子署名者が
異なるという特徴はあるものの、論点整理が
進みどちらの類型でも非改ざんであるとして
真正性が担保される点で差異はない。そして、
契約当事者が電子証明書を取得する手間とコ
ストが発生する当事者型に対して、それらの

手間・コストが発生しない立会人型が一歩先
行して利用され始めている状況であると言わ
れる。
　なお、立会人型については、物理的に電子
署名を行う者が契約当事者ではなくベンダー
であるため、電子署名及び認証業務に関する
法律（以下「電子署名法」という）２ 条（7）の「電
子署名」に該当しないのではないかという論
点があった。また、 ２ 条の電子署名に該当す
るとしても、同法 ３ 条（8）による本人確認の真
正性の推定が働かないのではないかという論
点があった。
　このうち、電子署名法 ２ 条の電子署名に
あたるのかという論点については、令和２

（2020）年 ７ 月17日に総務省、法務省、経済
産業省から連名で「利用者の指示に基づきサ
ービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化
等を行う電子契約サービスに関するＱ＆Ａ」
が公表され（9）、電子署名法 ２ 条１項１号の「当
該措置を行った者」に該当するためには、契
約当事者の指示に基づく場合には必ずしも物
理的に契約当事者が電子署名を行う必要はな
いことが明確化された。
　次に、電子署名法 ３ 条による真正性の推定
については、令和 ２ （2020）年 ５ 月12日の規
制改革推進会議成長戦略ワーキング・グルー
プ（第10回）において、総務省、法務省、経
済産業省から連名で、本人による電子署名で

書面による指図 電子署名による指図

⑥　受託者（資産管理銀行）は、受領した売買指
図書の内容をシステムへ登録

⑤　運用者が有価証券の売買を実施
⑥　運用者は信託財産の運用に関する売買指図書

を作成
⑦　運用者は売買指図書を電子契約プラット

フォーム上で送付
⑧　受託者（資産管理銀行）は、受領した売買指

図書の内容をシステムへ登録
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はないため推定効は働き得ないとした上で、
個別の事情を立証することによって、当該電

磁的記録が真正に成立したものであることを
証明し得るとの見解が示された（10）。
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⑶　電子契約に関連するコスト
　電子契約プラットフォームの料金体系は、
ベンダーと利用契約を締結した契約当事者の
うち１社が利用料を支払い、その他の契約当
事者はゲストとして無料で電子契約プラット
フォームを利用できるものが大勢を占めるよ

うである。費用の項目および概算は次の表の
通りである。なお、書面による契約と電子契
約が混在している間は、書面としている契約
書を PDF などに電子化して保管するための
コストが生じると考えられる。

＜コストが生じる項目および費用の概算＞

項　　　目 費 用 概 算

電子契約導入コンサルタントサービス 数十万円から数百万円程度

電子証明書の取得 数千円程度

電子契約プラットフォーム月次利用料 数千円から数万円程度

電子署名（1件当たり） 数十円～数百円程度

　第 ２ に、電子署名を付して送信された署名
が付された文書の発出者がその本人であるか
どうかという問題がある。例えば、契約書ま
たは指図書に署名されている「山田太郎」に
権限のあること自体は認定されている（権限
の認証がある）が、それらの文書が本当に「山
田太郎」本人によって発出されたのかどうか

（なりすましではないか）という問題である
（以下では、「本人性の認証」の問題という）。
　第 ３ に、署名者に権限が与えられており、
署名者本人が発出した文書であるとしても、
本人が権限を濫用しているのではないかとい
う問題がある。例えば、「山田太郎」に指図
権限が与えられており（権限の認証がある）、
署名された指図は「山田太郎」本人によって
発出されたが（なりすましではない）、山田
太郎はその信託における受益者代理人であ
り、本来であれば受益者の利益のために指図
権限が付与されているにもかかわらず、自身
が私的な利益を得るためにその権限を行使し
ているのではないかという問題である（いわ

３．　信託業務における電子署名の利用に
関する検討課題

⑴　電子契約・電子的な指図の場面における
「本人確認」

　冒頭に述べたとおり、信託銀行等が電子契
約を導入するにあたっては、業務の適正な遂
行のため、従来の書面による契約を前提とす
る水準と同程度の本人確認がなされるような
実務運営を検討する必要がある。ただ、電子
契約や電子的な指図の場面における「本人確
認」は、いくつかの次元に分けて検討するべ
きである。
　すなわち、第１に、電子契約あるいは電子
的な指図をしてきた者が、契約締結あるいは
指図を行う正当な権限を与えられているのか
という問題がある。例えば、契約書または指
図書に「山田太郎」という署名があるが、そ
の者に契約締結または指図を行う権限が与え
られているのかという問題である（以下では、

「権限の認証」の問題という）。
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ゆる「権限の濫用」の問題）。
　以下では、この整理にしたがって、さらに
電子契約と電子的な指図の場面を分けて検討
する。

ア　その者に、正当な権限があるか（権限の
認証）

　①　電子契約
　電子契約の場面では、株式会社である委託
者において、電子署名を付した役職員に株式
会社を代表・代理する権限があるのかどうか
が問題となり得る。ただし、以下に述べるこ
とは、必ずしも電子契約の場合に限らず、信
託銀行等が株式会社と契約を締結する場合に
は常に求められる認証である。また、電子署
名プラットフォームを提供するベンダーにお
いて、現在のところ、権限認証に関するサー
ビスは行われていないため、信託銀行等が自
ら確認を行う必要があることに注意を要す
る。

　ⅰ　代表取締役・支配人
　株式会社の場合、まず、代表取締役につい
ては包括的代表権限（会社法349条 ４ 項）が、
支配人については包括的代理権限（会社法11
条１項）がそれぞれ与えられており、これら
の権限についての内部的な制限は善意の第三
者に対抗することができないとされる（会社
法349条 ５ 項、11条 ３ 項）。なお、表見代表取
締役（会社法354条）、表見支配人（会社法13
条）がした行為について、相手方が善意であ
るときには会社が責任を負う。
　そして、代表取締役または支配人かどうか
については、商業登記によって確認すること
が可能である。
　このため、信託銀行等としては、電子署名

を付した役職員が代表取締役または支配人か
どうかということを、商業登記などによって
確認することが考えられる。この確認は、商
業登記に基づく電子認証制度を用いることに
より電子的に行うことが可能である（商業登
記法12条の ２ ）。
　なお、会社の重要な財産の処分に該当する
場合には、取締役会の決議が要件とされる（会
社法362条 ４ 項）といった制限がある。信託
銀行等としては、必要に応じて、信託契約が
このような法令上の制限に該当するかどうか
を確認し、該当する場合には会社に対して取
締役会議事録を徴求することがあり得る。

　ⅱ　個別に代理権が授与されている役職員
　電子署名を付した役職員が、代表取締役や
支配人ではない従業員である場合には、その
従業員に対して個別に契約締結にかかる代理
権が株式会社から授与されていることがあ
る。
　なお、役職員が個別に代理権を授与されて
いる場合に、その代理権の範囲を超えて代理
人として別の契約を締結したときについて
は、いわゆる権限踰越の表見代理として、相
手方（この場合は信託銀行等）に正当な理由
があるときには、本人（この場合は株式会
社）が責任を負う（民法110条）。電子契約を
利用している場合については、当該役職員が
本人（または本人から権限を与えられた者）
の ID とパスワードを利用していれば、相手
方に正当な理由ありと解されるという指摘が
ある（11）。
　いずれにしても、信託銀行等としては、電
子署名を付した役職員が代表取締役や支配人
ではない従業員である場合には、役職員につ
いて代理権の確認をすることが必要となる。
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　ⅲ　ある種類または特定の事項の委任を受
けた使用人

　電子署名を付した役職員が代表取締役や支
配人ではない従業員について、ある種類また
は特定の事項の委任がなされている場合、当
該事項に関する一切の裁判外の行為をする権
限を有し、それに加えた内部的制限を善意の
第三者に対抗することはできない（会社法14
条）（12）。
　信託銀行等としては、この場合もどのよう
な委任事項を委任されているのかということ
の確認が必要となる。上記ⅱの場合も含め、
この確認については、電子委任状の普及の促
進に関する法律（電子委任状法）を用いて行
うことも可能である。

　②　電子的な指図
　信託銀行等が電子的な指図を受けるときに
は、その指図をした者が指図権者としての権
限を有しているかについて確認する必要があ
る。信託では誰にどのような権限を与えるか
ということを比較的自由に設計できることか
ら、信託銀行等としては、信託行為の定めな
どによって権限が付与されているかどうかを
確認することが必要となる（13）。

イ　その者が、権限のある者本人であるか（な
りすましではないか）（本人の認証）

　①　電子契約
　例えば、代表取締役でない者が代表取締役
になりすまし、委託者となる株式会社を代表
して信託契約を締結する場面が想定できる。
　電子署名法上、本人だけが行うことのでき
る電子署名がなされている限り、当該電子署
名は本人がなしたものと推定され（一段目の
推定）、本人のなした電子署名のなされた電

子文書は申請に成立したものと推定される
（二段目の推定。電子署名法 ３ 条）。電子署名
法 ３ 条の「本人だけが行うことのできる」と
いうことは、本人が管理をしていることを意
味しており、例えば代表取締役の電子署名を
従業員が代行することは、本人性を否定する
ことにはならない。なお、権限のない者がな
りすましており、推定が破られた場合には、
その効果は本人には帰属しないことは言うま
でもない。
　信託銀行等にとっては、電子署名法上の電
子署名の定義を実現するためにベンダーがど
のようなシステムを用いているのかというこ
とが極めて重要なポイントになる。その場合
に、いかになりすましが行われないようなシ
ステムかどうかということを信託銀行側はき
ちんと確認しておく必要があると考えられ
る。

　②　電子的な指図
　例えば、権限のない者が権限のある者にな
りすまして受託者である信託銀行等に指示を
行ったり、指図によって得た信託財産を費消
したりする場面が想定できる。
　信託銀行等にとっては、（権限のある）あ
る者による指図が、実際にその者本人から発
せられているかどうかの確認が必要となる。
本人だけが行うことのできる電子署名を用い
ていれば推定は働くが、それが実際に本人に
よるものであるかまでは必ずしも確認できる
とは限らず、特にメールアドレスなどによる
認証しか行っていない立会人型電子署名サー
ビスを利用している場合は、十分な本人確
認がなされていないことも多いであろう（14）。
実際、「相手方のお客さまがご本人であるこ
とを保証するわけではありません」とした上
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で、相手方が本人でなかった場合の電子署名
サービス業者の免責を定めるサービスも多い
という指摘がある（15）。
　それでは、信託銀行等が行う具体的な確認
として、例えば、現在の印鑑届に代わるメー
ルアドレス届を委託者に提出させることとし
た上で、届け出られたメールアドレスを通じ
て発行された ID・PW を用いた電子契約シ
ステムを利用した指図に従うことで、当該指

図をなした者がなりすましでないことについ
て十分な確認をなしたといえるだろうか。ま
た、信託契約に、ID・PW を用いた認証を行
っていれば免責されるという趣旨の条項を定
めたときに、その条項が善管注意義務を軽減
した特約として、善管注意義務を強行法規化
しているとされる（16）信託業法28条 ２ 項の定
めに反しないかが問題となる。

＜契約条項の例＞

現在の契約条項 改正後

（印鑑届出）
第27条　（共同）委託者は、（共同）委託者、信託
管理人およびこれらの代理人の印鑑をあらかじめ
受託者に届け出るものとします。
２ 　受託者が、この信託に関する契約書、通知書、
指図書その他の書類に使用された印影を、前項の
規定により届出のあった印鑑と照合して相違ない
ものと認め、信託財産の支払いその他の処理をし
たうえは、印章の盗用その他の事情にかかわらず、
そのために生じた損害については、受託者は、責
任を負いません。

新設

（印鑑届出）
第27条　（共同）委託者は、（共同）委託者、信託
管理人およびこれらの代理人の印鑑をあらかじめ
受託者に届け出るものとします。
２ 　受託者が、この信託に関する契約書、通知書、
指図書その他の書類に使用された印影を、前項の
規定により届出のあった印鑑と照合して相違ない
ものと認め、信託財産の支払いその他の処理をし
たうえは、印章の盗用その他の事情にかかわらず、
そのために生じた損害については、受託者は、責
任を負いません。

（電子契約システムでの登録に使用するメールア
ドレスの届出）
第27条の ２ 　（共同）委託者は、（共同）委託者、
信託管理人およびこれらの代理人が電子契約シス
テムでの登録に使用するメールアドレスをあらか
じめ受託者に届け出るものとします。
２ 　受託者は、前項の規定により届出のあった
メールアドレスに電子契約システムの登録に必要
な情報を送信し、この信託に関する契約書、通知
書、指図書その他の書類が電子契約システムにて
認証されたことを確認して信託財産の支払いその
他の処理をしたうえは、メールアドレス盗用や電
子契約システムパスワードの管理・誤用によるな
りすましその他の事情にかかわらず、そのために
生じた損害については、受託者は、責任を負いま
せん。
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　まず、ID・PW を用いた認証自体（17）は、
なりすましがないことを確認するために十分
であることもあるが、それは当該 ID・PW を、

（本人が当該印鑑を管理しているのと同様に）
本人の知らないところで利用されないという
ことが確保されている場合である。物理的に
一つしか存在しない印鑑とは異なり、あるメ
ールアドレスに送られたデータは複数の端末
等からアクセス可能であったり複数人がアク
セスすることも容易であることも考えると、
それで印鑑同様の本人確認の機能が果たせて
いるかは疑問もないではない。
　次に、免責条項については、印鑑照合に関
する免責条項と同じく、届け出られたメール
アドレスを通じた電子契約システムを用いた
認証を行うことが受託者としての義務である
としてその行為義務を信託行為において具体
化したものということができ、その手続に従
えば善管注意義務違反とはならないのであっ
て、かかる免責条項は善管注意義務を軽減し

ているわけではなく、信託業法28条 ２ 項の定
めには反しないと解してよいと考えられる。
もっとも、印鑑による照合と比較したとき
に、本人の知らないところで利用されるリス
クが高くなるとすれば、善管注意義務の軽減
とみなされる可能性も否定できないと考えら
れる。その意味でも、いかになりすましが行
われないようなシステムかどうかということ
をきちんと確認することが重要であると言え
る。

ウ　権限のある者が私的利益のためにその権
限を行使していないか（権限の濫用）

　権限のある者本人が、権限内の行為を、本
来の目的（例えば年金受給者への給付）では
なくそれ以外の目的（私的な費消のために自
分に給付）のために行使するような場面であ
る。もっとも、これは電子契約等における本
人確認とは異なる次元の問題であるため、以
下では簡単に言及するにとどめる。

現在の契約条項 改正後

（通知事項）
第28条　次の場合には、（共同）委託者は、ただ
ちに受託者に通知のうえ、所定の手続きをとるも
のとします。
⑴　信託契約書または届出の印章の喪失
⑵　（共同）委託者、受益者もしくは信託管理人
またはこれらの代理人の変更、転居、改印、改氏
名、名称もしくは組織の変更、死亡または行為能
力の変動

２ 　（共同）委託者は、規約その他関連する諸規
程のうちこの契約に係る事項を変更する場合は、
事前に受託者へ通知するものとします。
３ 　（共同）委託者は、前項の変更を行ったときは、
すみやかにその旨を受託者に通知するものとしま
す。

（通知事項）
第28条　次の場合には、（共同）委託者は、ただ
ちに受託者に通知のうえ、所定の手続きをとるも
のとします。
⑴　信託契約書または届出の印章の喪失
⑵　（共同）委託者、受益者もしくは信託管理人
またはこれらの代理人の変更、転居、改印、改氏
名、名称もしくは組織の変更、死亡または行為能
力の変動、電子契約システムでの登録に使用する
メールアドレスの変更
２ 　（共同）委託者は、規約その他関連する諸規
程のうちこの契約に係る事項を変更する場合は、
事前に受託者へ通知するものとします。
３ 　（共同）委託者は、前項の変更を行ったときは、
すみやかにその旨を受託者に通知するものとしま
す。



信託法務研究会報告（令和 4 年度）―　　―46 信託296号 2023.11

　①　電子契約
　代理権の濫用について、民法107条は、そ
の目的について善意無過失の相手方を保護す
る。代表取締役による代表権の濫用について
も、軽過失の相手方が保護されないことにつ
いての批判はあるものの、同条は適用され
ると解するのが通説的見解であると思われ
る（18）。

　②　電子的な指図
　指図権の濫用の場面については、受託者の
善管注意義務の一環として当該指図に従わな
いことが求められるか、といったような論点
とも関わる。しかし、これは電子契約の問題
ではない。

⑵　電子署名の利用に伴うコスト
　書面による契約・指図については、商慣行
上、信託銀行等が書面を作成していることが
多いと思われるが、電子契約が導入された場
合、ランニングコストが明確になる。また、
契約書のみならず指図書や請求書なども電子
契約プラットフォームを通じて発行されるよ
うになった場合、利用件数の増加に伴い大き
な費用は発生する可能性がある。
　電子署名の導入およびその後の利用に係る
費用を信託銀行等が負担するのか、あるいは
印鑑と同様に個別の契約当事者がそれぞれ負
担すべきものなのかについて、整理の必要が
生じることもあり得る。
　書面による場合には発生する郵便代、印紙
代、担当者が出社するときのコストを電子署
名の利用によって削減できる可能性があり、
このようなコスト削減のメリットが受託者だ
けでなく委託者や受益者にもあるといえる場
合には、電子署名サービスを提供するベンダ

ーに支払う費用の一部を信託事務処理の費用
（信託法48条１項）として信託財産から支出
することも許容されると考えられる。

４．　おわりに

　以上、信託業務において電子署名を利用す
る場面を契約締結と指図の場面に分けた上
で、電子契約や電子的な指図の場面における

「本人確認」と呼ばれる問題を、権限の認証
の問題、本人の認証の問題、権限の濫用の問
題に分類してそれぞれ検討した。また、簡単
ではあるが免責条項の定め方とコスト負担の
あり方についても併せて検討した。本稿が信
託業務におけるデジタル化を進めるにあたり
参考となれば幸いである。
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⑸　たとえば、預金の払戻しの場合、紙であれば、払戻
請求書に届出印を捺印するが、インターネットバン
キングであれば、わざわざ電子署名を用いることな
く、銀行が発行した ID と PW によるログインで本
人確認が行われる（したがって、ここでの紙の届出
印捺印も、印鑑票との照合による本人確認の機能が
期待されているということになる）。これに対して、
年金信託のように委託者となる企業や基金の数が限
定的、かつ、指図を要する特別な支払いがあり、個
別のアレンジメントも難しいような業務では、ベン
ダーの提供する電子契約プラットフォームの利用が
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考えやすい。
⑹　柴山吉報＝高岸亘＝桑名直樹＝水井大＝冨山京子

『経験者が語る Q&A 電子契約導入・運用実務のす
べて』37頁（中央経済社、2021年）。

⑺　電子署名及び認証業務に関する法律
第 ２ 条　この法律において「電子署名」とは、電磁
的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記
録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。以下同じ。）に記録することがで
きる情報について行われる措置であって、次の要件
のいずれにも該当するものをいう。
一　当該情報が当該措置を行った者の作成に係るも

のであることを示すためのものであること。
二　当該情報について改変が行われていないかどう

かを確認することができるものであること。
２ 【以下略】

⑻　電子署名及び認証業務に関する法律
第 ３ 条　電磁的記録であって情報を表すために作成
されたもの（公務員が職務上作成したものを除く。）
は、当該電磁的記録に記録された情報について本人
による電子署名（これを行うために必要な符号及び
物件を適正に管理することにより、本人だけが行う
ことができることとなるものに限る。）が行われて
いるときは、真正に成立したものと推定する。

⑼　総務省＝法務省＝経済産業省「利用者の指示に基づ
きサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等
を行う電子契約サービスに関する Q&A（電子署名
法 ３ 条に関する Q&A）」（2020年 ９ 月 ４ 日）

（https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_
qa.html）。

⑽　規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ「論
点に対する回答」（2020年 ５ 月12日）

	 （https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/
meeting/wg/seicho/20200512/200512seicho04.
pdf）。

⑾　金安妮「電子契約をめぐる法的問題に関する一考察

―電子契約サービスにおける本人確認の重要性を中
心に」武蔵野法学13号79頁（2020年）参照。

⑿　最判平成 ２ 年 ２ 月22日商事法務1209号49頁によれ
ば、会社法14条の適用に関して、使用人の代理権の
存在を主張する者は、当該使用人が営業主からその
営業に関するある種類または特定の事項の処理を委
任された者であることおよび当該行為が客観的にみ
て上記事項の範囲内に属することを主張・立証しな
ければならないが、上記事項につき代理権を授与さ
れたことまでを主張・立証することを要しない。ま
た、善意の第三者には、代理権に加えられた制限を
知らなかったことにつき過失のある第三者は含まれ
るが、重過失のある第三者は含まれない。

⒀　指図権者が株式会社である場合には、指図をした役
職員に株式会社を代表・代理する権限があるかどう
かということも併せて確認する必要があることとな
る。

⒁　これは、当事者型の電子署名であっても、本人確認
のレベルが保証されているわけではないので程度問
題である。

⒂　金・前掲（注11）82頁。
⒃　小出卓哉『逐条解説　信託業法』143頁（清文社、

2008年）。
⒄　なお、電子契約システムの中には、メールアドレス

のみによって認証を行っているシステムもあるとさ
れるが、この場合、本人のメールアドレスを知って
いる者であれば誰でもなりすませるために、本人性
の確認としてはかなり弱いものといわざるをえない

（金・前掲（注11）74頁）。もっとも、本文で述べた
メールアドレス届による方法は、予め信託銀行に届
け出られた本人のメールアドレスに ID・PW を送
るというものであるから、少なくとも当該メールア
ドレスを知っているだけではなりすますことはでき
ないようになっており、そのメールアドレスを見る
ことのできる者であることは確認されている。

⒅　神田秀樹『会社法［第25版］』248頁（弘文堂、2023年）。




